
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域
の
指
定 

（
環
境
対
策
課
）　

　

一

〇
ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
第
五
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ

　

よ
る
知
事
が
定
め
る
行
為 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
取
消
し 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

二

〇
復
興
整
備
計
画
に
記
載
す
る
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事

　

項
の
案
の
縦
覧
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

〇
復
興
整
備
計
画
に
記
載
す
る
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事

　

項
の
案
の
縦
覧
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

（
住　

宅　

課
）　

　

五

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一
六

〇
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
証
書
の
交
付 

一
九

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
漁
業
法
第
十
一
条
第
四
項
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催 

一
九

〇
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限 

二
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

水
道
水
源
特
定
保
全
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

名
称

　

１　

北
上
川
流
域
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域

　

２　

名
取
川
流
域
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域

二　

区
域

　

１　

栗
原
市
及
び
大
崎
市
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
に
示
す
区
域

　

２　

仙
台
市
及
び
川
崎
町
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
に
示
す
区
域

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
環
境
生
活
部
環
境
対
策
課
）、
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役

場
並
び
に
関
係
保
健
所
に
備
え
置
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
二
号

　

ふ
る
さ
と
宮
城
の
水
循
環
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
百
四
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
第
七

号
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
定
め
る
行
為
を
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

名
取
川
流
域
水
道
水
源
特
定
保
全
地
域
の
う
ち
、
仙
台
市
の
区
域
内
に
お
い
て
行
う
行
為
で
次
に
掲
げ
る
も
の

一　

仙
台
市
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
仙
台
市
条
例
第
四
十
四
号
）
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
の
実
施
を
要
す
る

行
為

二　

杜
の
都
の
風
土
を
守
る
土
地
利
用
調
整
条
例
（
平
成
十
六
年
仙
台
市
条
例
第
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

開
発
事
業

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

二　

事
業
者
の
名
称
等
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〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

二　

事
業
者
の
名
称
等

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

取
消
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

二　

設
置
者
名
等

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

寄
井
蔵
王
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
八
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

名
取
市
復
興
整
備
計
画
に
仙
塩
広
域
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
湯
元

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
一
三
九
四

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
も
と
ふ
れ
あ
い
の
杜

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元

字
薬
師
五
十
九
番
地
の
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
湯
元

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
四
〇
一
三
九
四

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
訪
問
介

護

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
も
と
ふ
れ
あ
い
の
杜

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元

字
薬
師
五
十
九
番
地
の
二

設
置
者
名

有
限
会
社
湯
元

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
九
一

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ゆ
も
と
ふ
れ
あ
い
の
杜

仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
薬
師
五

十
九
番
地
の
二

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
五
〇
〇
二
九
七

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
ほ
う
ゆ
う

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
館

後
八
番
地
の
二

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型 

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

幸
生
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
四
年

三
月
一
日

変

更

の

区

間

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
田
字
松
木
橋
五
八
番
一
地

先
か
ら

同
町
大
字
沼
田
字
横
山
一
番
一
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

六
・
五
〜

 

四
六
・
〇

一
六
・
五
〜四
六
・
〇

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

五
六
九
・
四

五
六
九
・
四



　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

閖
上
地
区
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

名
取
市
閖
上
五
丁
目
、
閖
上
六
丁
目
、
閖
上
七
丁
目
、
閖
上
字
東
須
賀
、
同
字
新
鶴
塚
、
同
字
鍋
沼
、
同
字
平
田

橋
、
同
字
新
大
塚
、
同
字
大
塚
、
同
字
新
狐
島
、
同
字
五
十
刈
及
び
同
字
東
場
の
各
一
部
並
び
に
閖
上
一
丁
目
、
閖

上
二
丁
目
、
閖
上
三
丁
目
、
閖
上
四
丁
目
、
閖
上
字
鶴
塚
、
同
字
下
佛
文
寺
、
同
字
昭
和
、
同
字
百
刈
、
同
字
狐
島
、

同
字
清
海
、
同
字
新
町
頭
、
同
字
佛
文
寺
、
同
字
庚
申
塚
及
び
同
字
胡
桃
の
全
部

三　

縦
覧
場
所

　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
名
取
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
震
災
復
興
部
復
興
ま
ち
づ
く

り
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
五
十
九
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

女
川
町
復
興
整
備
計
画
に
石
巻
広
域
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業

　

２　

名
称　

女
川
町
被
災
市
街
地
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

都
市
計
画
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

牡
鹿
郡
女
川
町
石
浜
字
石
浜
、
同
字
崎
山
、
同
字
高
森
、
同
字
七
曲
、
浦
宿
浜
字
小
屋
ノ
口
、
同
字
十
二
神
、
同

字
門
前
、
女
川
浜
字
大
原
、
同
字
女
川
、
同
字
川
尻
、
同
字
新
田
、
同
字
日
蕨
、
小
乗
浜
字
向
、
同
字
小
乗
、
桜
ヶ

丘
、
清
水
町
、
宮
ヶ
崎
字
宮
ヶ
崎
、
同
字
川
尻
、
同
字
田
ノ
畑
山
、
鷲
神
浜
字
荒
立
、
同
字
内
山
、
同
字
大
道
、
同

字
堀
切
、
同
字
堀
切
山
、
同
字
向
山
及
び
同
字
鷲
神
の
各
一
部
並
び
に
女
川
浜
字
伊
勢
、
同
字
北
伊
勢
、
同
字
東
伊

勢
、
黄
金
町
、
寿
町
、
鷲
神
浜
字
洗
、
同
字
斉
ノ
神
、
同
字
丸
山
及
び
同
字
向
の
全
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
女
川
町
役
場
（
復
興
対
策
室
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
号

  
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

名
取
市
復
興
整
備
計
画
に
仙
塩
広
域
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
五
・
百
八
十
七
号
名
取
駅
閖
上
線

　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
百
九
十
二
号
仙
台
閖
上
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

名
取
市
小
塚
原
字
田
中
、
同
字
沢
目
、
同
字
北
中
塚
、
同
字
西
中
塚
、
同
字
東
中
塚
、
同
字
辻
野
、
同
字
汐
押
、

閖
上
字
鍋
沼
、
同
字
新
鶴
塚
、
同
字
鶴
塚
、
同
字
清
海
、
同
字
昭
和
、
同
字
新
狐
島
、
同
字
五
十
刈
、
同
字
東
場
、

同
字
平
田
橋
、
同
字
狐
島
、
閖
上
一
丁
目
、
閖
上
六
丁
目
及
び
閖
上
七
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

名
取
市
閖
上
字
鍋
沼
、
同
字
佛
文
寺
、
同
字
新
鶴
塚
、
同
字
昭
和
、
同
字
新
狐
島
、
同
字
庚
申
塚
、
閖
上
一
丁

目
、
閖
上
二
丁
目
、
閖
上
三
丁
目
、
閖
上
四
丁
目
及
び
閖
上
五
丁
目
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

    
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
名
取
市
役
所
（
建
設
部
都
市
計
画
課
及
び
震
災
復
興
部
復
興
ま
ち
づ
く
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り
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

女
川
町
復
興
整
備
計
画
に
石
巻
広
域
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

二
・
二
・
一
号
浦
宿
鷲
神
線

　
　
　
　
　
　

二
・
三
・
一
号
鷲
神
小
乗
線

　
　
　
　
　
　

二
・
三
・
二
号
鷲
神
石
浜
線

　
　
　
　
　
　

一
・
小
・
一
号
大
通
女
川
線

　
　
　
　
　
　

一
・
小
・
三
号
女
川
駅
魚
市
場
線

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

都
市
計
画
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
小
屋
ノ
口
、
同
字
十
二
神
、
桜
ヶ
丘
、
鷲
神
浜
字
荒
立
、
同
字
斉
ノ
神
、
同
字
洗
、
同

字
向
、
同
字
鷲
神
、
同
字
堀
切
山
、
黄
金
町
、
女
川
浜
字
女
川
、
同
字
大
原
、
宮
ヶ
崎
字
川
尻
、
同
字
宮
ヶ
崎
、
石

浜
字
高
森
及
び
寿
町
の
各
一
部

四　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
女
川
町
役
場
（
復
興
対
策
室
）

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

六　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

女
川
町
復
興
整
備
計
画
に
石
巻
広
域
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
都
市
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
よ
う
と
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
項
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
事
項
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

石
巻
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

六
・
五
・
三
百
一
号
女
川
運
動
公
園

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜
字
大
原
の
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
女
川
町
役
場
（
復
興
対
策
室
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
三
月
九
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　
　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

松
島
町
城
内
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地
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宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
元
釜
家
十
二
番
地
十
二

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
八
年
十
二
月
二
十
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
四
号

　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
営
住
宅
家
賃
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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住　
　
宅　　

名

県
営
黒
松
第
一
住
宅

所

在

地

仙
台
市

建
設
年
度

昭
和
三
十
六

年
度

昭
和
三
十
七

年
度

昭
和
三
十
九

年
度

平
成
二
年
度

同同昭
和
四
十
四

年
度

同平
成
六
年
度

同

構
造

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同

一
戸
当
た
り

住
戸
専
用
面

積
（
平
方
メ

ー
ト
ル
）　

三
五
・
三

三
五
・
三

三
五
・
三

五
六
・
一

六
七
・
二

八
六
・
〇

三
三
・
六

四
〇
・
二

五
四
・
六

五
六
・
四

利　
便　
性

係　
　

数

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
三
三

〇
・
九
三
三
四

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
九

〇
・
九
一
二

〇
・
九
一
二
〇

〇
・
九
一
一

〇
・
九
一
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

応
益
係
数

〇
・
二
五
八

〇
・
二
五
八
三

〇
・
二
六
四

〇
・
二
六
四
一

〇
・
二
七
五

〇
・
二
七
五
七

〇
・
七
一
〇

〇
・
七
一
〇
六

〇
・
八
五
一

〇
・
八
五
一
三

一
・
〇
八
九

一
・
〇
八
九
五

〇
・
二
八
三

〇
・
二
八
三
三

〇
・
三
三
八

〇
・
三
三
八
七

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
五

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
〇

近
傍
同
種
の

住　
宅　
家　
賃

二
二
、
六
〇
〇

二
二
、
六
〇
〇
円

二
三
、
六
〇
〇

二
三
、
六
〇
〇
円

二
二
、
六
〇
〇

二
二
、
六
〇
〇
円

五
六
、
一
〇
〇

五
六
、
一
〇
〇
円

六
五
、
二
〇
〇

六
五
、
二
〇
〇
円

八
三
、
四
〇
〇

八
三
、
四
〇
〇
円

一
七
、
三
〇
〇

一
七
、
三
〇
〇
円

一
八
、
三
〇
〇

一
八
、
三
〇
〇
円

八
一
、
〇
〇
〇

八
一
、
〇
〇
〇
円

八
三
、
六
〇
〇

八
三
、
六
〇
〇
円

県
営
折
立
住
宅

同

同同同同同同平
成
八
年
度

同同同同同同同平
成
九
年
度

同同同昭
和
五
十
二

年
度

同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

六
三
・
四

六
六
・
〇

六
六
・
〇

六
八
・
六

七
四
・
九

七
九
・
七

五
五
・
〇

五
六
・
九

六
三
・
四

六
六
・
〇

六
六
・
四

六
九
・
〇

七
六
・
二

七
九
・
七

五
六
・
九

六
六
・
〇

六
九
・
〇

七
九
・
七

四
五
・
一

四
五
・
七

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
二

〇
・
九
六
二
〇

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
六
一

〇
・
九
六
一
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
八
三
〇

〇
・
八
三
〇
八

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
九

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
九

〇
・
八
九
八

〇
・
八
九
八
九

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

一
・
〇
四
四

一
・
〇
四
四
五

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
七

〇
・
七
六
五

〇
・
七
六
五
二

〇
・
八
五
二

〇
・
八
五
二
六

〇
・
八
八
七

〇
・
八
八
七
六

〇
・
八
九
三

〇
・
八
九
三
〇

〇
・
九
二
八

〇
・
九
二
八
〇

一
・
〇
二
四

一
・
〇
二
四
九

一
・
〇
七
一

一
・
〇
七
一
九

〇
・
七
七
四

〇
・
七
七
四
四

〇
・
八
九
八

〇
・
八
九
八
三

〇
・
九
三
九

〇
・
九
三
九
一

一
・
〇
八
四

一
・
〇
八
四
八

〇
・
四
四
四

〇
・
四
四
四
七

〇
・
四
五
〇

〇
・
四
五
〇
六

九
三
、
八
〇
〇

九
三
、
八
〇
〇
円

九
七
、
四
〇
〇

九
七
、
四
〇
〇
円

九
七
、
八
〇
〇

九
七
、
八
〇
〇
円

一
〇
一
、
四
〇
〇

一
〇
一
、
四
〇
〇
円

一
〇
九
、
七
〇
〇

一
〇
九
、
七
〇
〇
円

一
一
六
、
五
〇
〇

一
一
六
、
五
〇
〇
円

八
四
、
四
〇
〇

八
四
、
四
〇
〇
円

八
七
、
六
〇
〇

八
七
、
六
〇
〇
円

九
六
、
五
〇
〇

九
六
、
五
〇
〇
円

一
〇
一
、
一
〇
〇

一
〇
一
、
一
〇
〇
円

一
〇
一
、
七
〇
〇

一
〇
一
、
七
〇
〇
円

一
〇
六
、
三
〇
〇

一
〇
六
、
三
〇
〇
円

一
一
五
、
五
〇
〇

一
一
五
、
五
〇
〇
円

一
二
一
、
五
〇
〇

一
二
一
、
五
〇
〇
円

八
一
、
二
〇
〇

八
一
、
二
〇
〇
円

九
四
、
〇
〇
〇

九
四
、
〇
〇
〇
円

九
八
、
四
〇
〇

九
八
、
四
〇
〇
円

一
一
一
、
七
〇
〇

一
一
一
、
七
〇
〇
円

四
四
、
三
〇
〇

四
四
、
三
〇
〇
円

四
四
、
一
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇
円
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県
営
桜
ヶ
丘
住
宅

県
営
新
坂
住
宅

県
営
新
坂
住
宅 

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

同同同

同同同同同昭
和
五
十
四

年
度

同同同同平
成
四
年
度

同同同昭
和
五
十
四

年
度

同同昭
和
五
十
九

年
度

同同

同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同中
層
耐

火
造

同同

四
五
・
七

五
六
・
五

五
六
・
五

五
七
・
〇

六
五
・
三

四
四
・
九

五
九
・
二

六
一
・
三

六
二
・
七

七
三
・
五

五
四
・
二

六
三
・
六

六
三
・
六

七
六
・
八

五
二
・
九

五
四
・
五

六
二
・
四

五
六
・
六

七
一
・
三

八
三
・
八

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
四
六

〇
・
九
四
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
四

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
四
五
〇

〇
・
四
五
〇
六

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
一

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
一

〇
・
五
六
二

〇
・
五
六
二
〇

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
九

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
三

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
二

〇
・
六
三
八

〇
・
六
三
八
一

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
七

〇
・
七
六
五

〇
・
七
六
五
一

〇
・
七
一
七

〇
・
七
一
七
一

〇
・
八
四
一

〇
・
八
四
一
五

〇
・
八
四
一

〇
・
八
四
一
五

一
・
〇
一
六

一
・
〇
一
六
一

〇
・
五
七
九

〇
・
五
七
九
七

〇
・
五
九
七

〇
・
五
九
七
二

〇
・
六
八
三

〇
・
六
八
三
九

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
九

〇
・
七
七
七

〇
・
七
七
七
一

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
四

四
五
、
五
〇
〇

四
五
、
五
〇
〇
円

五
〇
、
八
〇
〇

五
〇
、
八
〇
〇
円

五
四
、
七
〇
〇

五
四
、
七
〇
〇
円

五
一
、
一
〇
〇

五
一
、
一
〇
〇
円

六
〇
、
七
〇
〇

六
〇
、
七
〇
〇
円

三
八
、
六
〇
〇

三
八
、
六
〇
〇
円

五
〇
、
三
〇
〇

五
〇
、
三
〇
〇
円

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

五
三
、
二
〇
〇

五
三
、
二
〇
〇
円

六
二
、
〇
〇
〇

六
二
、
〇
〇
〇
円

六
〇
、
五
〇
〇

六
〇
、
五
〇
〇
円

七
〇
、
九
〇
〇

七
〇
、
九
〇
〇
円

七
一
、
〇
〇
〇

七
一
、
〇
〇
〇
円

八
五
、
六
〇
〇

八
五
、
六
〇
〇
円

四
六
、
八
〇
〇

四
六
、
八
〇
〇
円

四
八
、
六
〇
〇

四
八
、
六
〇
〇
円

五
四
、
八
〇
〇

五
四
、
八
〇
〇
円

四
九
、
六
〇
〇

四
九
、
六
〇
〇
円

六
二
、
四
〇
〇

六
二
、
四
〇
〇
円

七
三
、
四
〇
〇

七
三
、
四
〇
〇
円

県
営
広
瀬
住
宅

県
営
広
瀬
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

同同

昭
和
六
十
年

度同同同同昭
和
六
十
二

年
度

同同同同昭
和
六
十
三

年
度

同同同同昭
和
五
十
九

年
度

平
成
二
年
度

同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

八
三
・
八

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

八
四
・
八

五
六
・
六

六
七
・
四

七
一
・
三

八
一
・
四

八
四
・
八

七
一
・
三

五
二
・
四

五
二
・
八

五
三
・
三

六
五
・
三

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
一
七

〇
・
九
一
七
八

〇
・
九
六
七

〇
・
九
六
七
八

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
〇

〇
・
七
四
五

〇
・
七
四
五
五

〇
・
七
八
八

〇
・
七
八
八
六

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
四

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
二

〇
・
七
六
七

〇
・
七
六
七
二

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
六

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
六

〇
・
九
六
五

〇
・
九
六
五
三

〇
・
六
五
三

〇
・
六
五
三
三

〇
・
七
七
八

〇
・
七
七
八
〇

〇
・
八
二
三

〇
・
八
二
三
一

〇
・
九
三
九

〇
・
九
三
九
七

〇
・
九
七
八

〇
・
九
七
八
九

〇
・
八
一
九

〇
・
八
一
九
五

〇
・
六
七
七

〇
・
六
七
七
四

〇
・
六
八
二

〇
・
六
八
二
六

〇
・
六
八
九

〇
・
六
八
九
一

〇
・
八
四
四

〇
・
八
四
四
二

五
〇
、
〇
〇
〇

五
〇
、
〇
〇
〇
円

六
〇
、
二
〇
〇

六
〇
、
二
〇
〇
円

六
二
、
八
〇
〇

六
二
、
八
〇
〇
円

七
二
、
一
〇
〇

七
二
、
一
〇
〇
円

七
三
、
八
〇
〇

七
三
、
八
〇
〇
円

五
一
、
二
〇
〇

五
一
、
二
〇
〇
円

六
一
、
〇
〇
〇

六
一
、
〇
〇
〇
円

六
四
、
二
〇
〇

六
四
、
二
〇
〇
円

七
三
、
二
〇
〇

七
三
、
二
〇
〇
円

七
五
、
九
〇
〇

七
五
、
九
〇
〇
円

五
〇
、
七
〇
〇

五
〇
、
七
〇
〇
円

六
〇
、
〇
〇
〇

六
〇
、
〇
〇
〇
円

六
三
、
八
〇
〇

六
三
、
八
〇
〇
円

七
一
、
七
〇
〇

七
一
、
七
〇
〇
円

七
五
、
〇
〇
〇

七
五
、
〇
〇
〇
円

六
二
、
四
〇
〇

六
二
、
四
〇
〇
円

四
四
、
六
〇
〇

四
四
、
六
〇
〇
円

四
四
、
六
〇
〇

四
四
、
六
〇
〇
円

四
五
、
三
〇
〇

四
五
、
三
〇
〇
円

五
五
、
一
〇
〇

五
五
、
一
〇
〇
円
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県
営
蒲
生
住
宅

県
営
岩
切
住
宅

県
営
燕
沢
住
宅

県
営
中
倉
住
宅

県
営
中
倉
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
六
丁
目
住
宅

県
営
六
丁
目
東
住
宅

同同同同同同同

昭
和
五
十
八

年
度

同同同同昭
和
五
十
九

年
度

同昭
和
六
十
年

度同昭
和
五
十
五

年
度

同同昭
和
五
十
七

年
度

昭
和
六
十
一

年
度

同同同同同昭
和
五
十
二

年
度

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同同同同同中
層
耐

火
造

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
二
・
三

五
九
・
二

五
九
・
二

六
〇
・
七

五
二
・
五

六
五
・
二

六
七
・
七

七
八
・
五

七
九
・
九

八
二
・
四

五
五
・
九

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
一

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
〇

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
三

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
三

〇
・
九
七
三

〇
・
九
七
三
三

〇
・
九
〇
二

〇
・
九
〇
二
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
六
八
六

〇
・
六
八
六
四

〇
・
七
六
七

〇
・
七
六
七
一

〇
・
六
三
二

〇
・
六
三
二
九

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
三

〇
・
六
五
五

〇
・
六
五
五
九

〇
・
七
四
六

〇
・
七
四
六
五

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
六

〇
・
七
五
七

〇
・
七
五
七
五

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
七

〇
・
六
一
〇

〇
・
六
一
〇
七

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
八

〇
・
六
三
一

〇
・
六
三
一
〇

〇
・
五
七
七

〇
・
五
七
七
六

〇
・
七
一
七

〇
・
七
一
七
四

〇
・
七
四
五

〇
・
七
四
五
〇

〇
・
八
六
三

〇
・
八
六
三
八

〇
・
八
七
九

〇
・
八
七
九
二

〇
・
九
〇
六

〇
・
九
〇
六
七

〇
・
五
三
七

〇
・
五
三
七
七

五
二
、
五
〇
〇

五
二
、
五
〇
〇
円

五
五
、
九
〇
〇

五
五
、
九
〇
〇
円

六
二
、
四
〇
〇

六
二
、
四
〇
〇
円

五
〇
、
三
〇
〇

五
〇
、
三
〇
〇
円

五
六
、
五
〇
〇

五
六
、
五
〇
〇
円

五
五
、
八
〇
〇

五
五
、
八
〇
〇
円

六
三
、
一
〇
〇

六
三
、
一
〇
〇
円

五
八
、
三
〇
〇

五
八
、
三
〇
〇
円

六
五
、
九
〇
〇

六
五
、
九
〇
〇
円

四
九
、
五
〇
〇

四
九
、
五
〇
〇
円

五
一
、
一
〇
〇

五
一
、
一
〇
〇
円

五
一
、
六
〇
〇

五
一
、
六
〇
〇
円

五
〇
、
五
〇
〇

五
〇
、
五
〇
〇
円

五
〇
、
二
〇
〇

五
〇
、
二
〇
〇
円

六
一
、
八
〇
〇

六
一
、
八
〇
〇
円

六
四
、
四
〇
〇

六
四
、
四
〇
〇
円

七
五
、
五
〇
〇

七
五
、
五
〇
〇
円

七
五
、
四
〇
〇

七
五
、
四
〇
〇
円

七
八
、
〇
〇
〇

七
八
、
〇
〇
〇
円

三
七
、
九
〇
〇

三
七
、
九
〇
〇
円

県
営
支
倉
住
宅

県
営
安
養
寺
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
梶
の
杜
住
宅

同同同

同同同同同同昭
和
四
十
四

年
度

昭
和
四
十
五

年
度

昭
和
五
十
七

年
度

同同同同同同同同同同同

同同同同同同簡
易
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同

六
五
・
八

六
五
・
八

六
六
・
〇

六
六
・
〇

六
八
・
〇

七
九
・
四

三
一
・
四

三
一
・
四

五
〇
・
四

五
一
・
五

六
一
・
二

六
一
・
七

六
七
・
三

七
五
・
三

七
七
・
七

五
〇
・
四

五
一
・
三

六
一
・
二

六
七
・
三

七
六
・
一

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
六
〇

〇
・
九
六
〇
四

〇
・
九
六
〇

〇
・
九
六
〇
四

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
一

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
七

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
七

〇
・
八
五
三

〇
・
八
五
三
二

〇
・
八
五
三

〇
・
八
五
三
二

〇
・
八
七
九

〇
・
八
七
九
一

一
・
〇
二
六

一
・
〇
二
六
五

〇
・
一
七
六

〇
・
一
七
六
五

〇
・
一
八
四

〇
・
一
八
四
七

〇
・
五
七
二

〇
・
五
七
二
七

〇
・
五
八
五

〇
・
五
八
五
三

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
五

〇
・
七
〇
一

〇
・
七
〇
一
二

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
八

〇
・
八
五
五

〇
・
八
五
五
八

〇
・
八
八
三

〇
・
八
八
三
〇

〇
・
五
七
二

〇
・
五
七
二
七

〇
・
五
八
三

〇
・
五
八
三
〇

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
五

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
八

〇
・
八
六
四

〇
・
八
六
四
八

五
五
、
五
〇
〇

五
五
、
五
〇
〇
円

五
五
、
九
〇
〇

五
五
、
九
〇
〇
円

五
五
、
七
〇
〇

五
五
、
七
〇
〇
円

五
六
、
〇
〇
〇

五
六
、
〇
〇
〇
円

五
七
、
三
〇
〇

五
七
、
三
〇
〇
円

六
七
、
五
〇
〇

六
七
、
五
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円

三
一
、
九
〇
〇

三
一
、
九
〇
〇
円

四
九
、
二
〇
〇

四
九
、
二
〇
〇
円

四
九
、
三
〇
〇

四
九
、
三
〇
〇
円

五
八
、
九
〇
〇

五
八
、
九
〇
〇
円

五
八
、
四
〇
〇

五
八
、
四
〇
〇
円

六
五
、
七
〇
〇

六
五
、
七
〇
〇
円

七
三
、
三
〇
〇

七
三
、
三
〇
〇
円

七
四
、
七
〇
〇

七
四
、
七
〇
〇
円

四
九
、
二
〇
〇

四
九
、
二
〇
〇
円

五
〇
、
一
〇
〇

五
〇
、
一
〇
〇
円

五
八
、
九
〇
〇

五
八
、
九
〇
〇
円

六
五
、
七
〇
〇

六
五
、
七
〇
〇
円

七
四
、
二
〇
〇

七
四
、
二
〇
〇
円
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県
営
太
白
住
宅

県
営
黒
松
第
二
住
宅

県
営
黒
松
第
三
住
宅

県
営
将
監
第
一
住
宅

同同同同

同昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
三
十
九

年
度

同昭
和
四
十
年

度昭
和
四
十
一

年
度

昭
和
四
十
二

年
度

昭
和
四
十
三

年
度

昭
和
四
十
五

年
度

同同同同同同同同同同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

五
九
・
三

五
七
・
〇

五
九
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
三

四
〇
・
二

四
〇
・
二

三
七
・
一

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
二

五
七
・
六

六
三
・
一

七
九
・
四

七
九
・
六

七
九
・
九

八
〇
・
五

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
〇
三

〇
・
九
〇
三
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
三

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
五
七
〇

〇
・
五
七
〇
四

〇
・
五
五
七

〇
・
五
五
七
三

〇
・
五
七
九

〇
・
五
七
九
八

〇
・
三
一
〇

〇
・
三
一
〇
〇

〇
・
三
一
〇

〇
・
三
一
〇
〇

〇
・
三
一
六

〇
・
三
一
六
五

〇
・
三
二
三

〇
・
三
二
三
〇

〇
・
三
二
八

〇
・
三
二
八
七

〇
・
三
三
五

〇
・
三
三
五
一

〇
・
三
一
九

〇
・
三
一
九
六

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
四

〇
・
四
四
五

〇
・
四
四
五
九

〇
・
四
六
五

〇
・
四
六
五
〇

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
二

〇
・
六
八
一

〇
・
六
八
一
六

〇
・
七
四
六

〇
・
七
四
六
七

〇
・
七
七
三

〇
・
七
七
三
〇

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
五

〇
・
八
八
六

〇
・
八
八
六
五

〇
・
九
三
一

〇
・
九
三
一
三

四
〇
、
一
〇
〇

四
〇
、
一
〇
〇
円

三
八
、
五
〇
〇

三
八
、
五
〇
〇
円

三
九
、
七
〇
〇

三
九
、
七
〇
〇
円

二
五
、
五
〇
〇

二
五
、
五
〇
〇
円

二
六
、
四
〇
〇

二
六
、
四
〇
〇
円

二
六
、
六
〇
〇

二
六
、
六
〇
〇
円

二
七
、
八
〇
〇

二
七
、
八
〇
〇
円

二
四
、
二
〇
〇

二
四
、
二
〇
〇
円

二
六
、
一
〇
〇

二
六
、
一
〇
〇
円

二
三
、
四
〇
〇

二
三
、
四
〇
〇
円

二
四
、
三
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇
円

四
三
、
四
〇
〇

四
三
、
四
〇
〇
円

五
一
、
七
〇
〇

五
一
、
七
〇
〇
円

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

八
七
、
四
〇
〇

八
七
、
四
〇
〇
円

八
九
、
八
〇
〇

八
九
、
八
〇
〇
円

七
〇
、
三
〇
〇

七
〇
、
三
〇
〇
円

一
〇
四
、
〇
〇
〇

一
〇
四
、
〇
〇
〇
円

八
六
、
四
〇
〇

八
六
、
四
〇
〇
円

一
〇
三
、
五
〇
〇

一
〇
三
、
五
〇
〇
円

県
営
将
監
第
一
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
将
監
第
二
住
宅

県
営
将
監
第
三
住
宅

県
営
将
監
第
四
住
宅

県
営
将
監
第
五
住
宅

同同同同同

同同昭
和
四
十
六

年
度

同同同同同同同同昭
和
四
十
七

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

同昭
和
四
十
七

年
度

同昭
和
四
十
九

年
度

同昭
和
五
十
年

度昭
和
五
十
八

年
度

同同同同同同同同同同同同同同同同同同簡
易
耐

火
造

中
層
耐

火
造

四
〇
・
二

四
〇
・
二

四
〇
・
八

四
〇
・
八

四
〇
・
八

四
〇
・
八

五
八
・
二

六
四
・
三

七
九
・
九

八
一
・
七

三
七
・
一

四
三
・
五

四
四
・
六

四
四
・
六

四
三
・
五

四
三
・
五

四
四
・
六

五
七
・
九

六
一
・
四

六
〇
・
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
六
四

〇
・
九
六
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
七

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
二

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
四

〇
・
三
五
八

〇
・
三
五
八
一

〇
・
四
三
八

〇
・
四
三
八
二

〇
・
四
六
五

〇
・
四
六
五
八

〇
・
四
七
〇

〇
・
四
七
〇
〇

〇
・
六
七
〇

〇
・
六
七
〇
五

〇
・
七
四
〇

〇
・
七
四
〇
九

〇
・
九
一
二

〇
・
九
一
二
三

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
四

〇
・
三
二
五

〇
・
三
二
五
六

〇
・
三
八
八

〇
・
三
八
八
八

〇
・
四
一
二

〇
・
四
一
二
九

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
八

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
一

〇
・
三
八
八

〇
・
三
八
八
八

〇
・
四
一
二

〇
・
四
一
二
九

〇
・
五
三
六

〇
・
五
三
六
〇

〇
・
五
七
八

〇
・
五
七
八
三

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
六

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

二
二
、
六
〇
〇

二
二
、
六
〇
〇
円

二
三
、
八
〇
〇

二
三
、
八
〇
〇
円

三
七
、
七
〇
〇

三
七
、
七
〇
〇
円

四
九
、
二
〇
〇

四
九
、
二
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇

五
〇
、
〇
〇
〇
円

七
四
、
〇
〇
〇

七
四
、
〇
〇
〇
円

七
六
、
〇
〇
〇

七
六
、
〇
〇
〇
円

九
八
、
四
〇
〇

九
八
、
四
〇
〇
円

一
〇
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
四
、
〇
〇
〇

二
四
、
〇
〇
〇
円

二
八
、
六
〇
〇

二
八
、
六
〇
〇
円

二
八
、
一
〇
〇

二
八
、
一
〇
〇
円

四
一
、
八
〇
〇

四
一
、
八
〇
〇
円

四
三
、
〇
〇
〇

四
三
、
〇
〇
〇
円

二
九
、
二
〇
〇

二
九
、
二
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円

三
九
、
三
〇
〇

三
九
、
三
〇
〇
円

四
二
、
五
〇
〇

四
二
、
五
〇
〇
円

六
〇
、
三
〇
〇

六
〇
、
三
〇
〇
円
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県
営
黒
松
第
四
住
宅

県
営
松
陵
住
宅

同同

同同平
成
三
年
度

同同同同同同同同平
成
六
年
度

同同同同同同同同

同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同中
層
耐

火
造

同同同高
層
耐

火
造

同同同同

六
〇
・
一

六
八
・
四

五
〇
・
六

五
五
・
六

六
六
・
七

七
九
・
八

五
七
・
七

五
八
・
五

六
七
・
七

七
〇
・
六

八
一
・
九

五
〇
・
六

五
五
・
六

六
六
・
七

七
九
・
八

五
七
・
七

五
八
・
五

六
七
・
七

七
〇
・
六

八
一
・
九

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
八

〇
・
七
一
二

〇
・
七
一
二
六

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
一

〇
・
六
三
五

〇
・
六
三
五
七

〇
・
六
九
八

〇
・
六
九
八
五

〇
・
八
三
八

〇
・
八
三
八
〇

一
・
〇
〇
二

一
・
〇
〇
二
五

〇
・
七
二
四

〇
・
七
二
四
九

〇
・
七
三
五

〇
・
七
三
五
〇

〇
・
八
五
〇

〇
・
八
五
〇
五

〇
・
八
八
七

〇
・
八
八
七
〇

一
・
〇
二
九

一
・
〇
二
九
〇

〇
・
六
六
一

〇
・
六
六
一
二

〇
・
七
二
六

〇
・
七
二
六
五

〇
・
八
七
一

〇
・
八
七
一
六

一
・
〇
四
二

一
・
〇
四
二
八

〇
・
七
五
四

〇
・
七
五
四
〇

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
五

〇
・
八
八
四

〇
・
八
八
四
七

〇
・
九
二
二

〇
・
九
二
二
六

一
・
〇
七
〇

一
・
〇
七
〇
三

五
三
、
八
〇
〇

五
三
、
八
〇
〇
円

五
九
、
八
〇
〇

五
九
、
八
〇
〇
円

四
七
、
六
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇
円

五
二
、
〇
〇
〇

五
二
、
〇
〇
〇
円

六
二
、
六
〇
〇

六
二
、
六
〇
〇
円

七
五
、
三
〇
〇

七
五
、
三
〇
〇
円

五
四
、
七
〇
〇

五
四
、
七
〇
〇
円

五
五
、
九
〇
〇

五
五
、
九
〇
〇
円

六
四
、
八
〇
〇

六
四
、
八
〇
〇
円

六
七
、
六
〇
〇

六
七
、
六
〇
〇
円

七
八
、
四
〇
〇

七
八
、
四
〇
〇
円

六
二
、
八
〇
〇

六
二
、
八
〇
〇
円

六
六
、
三
〇
〇

六
六
、
三
〇
〇
円

八
一
、
四
〇
〇

八
一
、
四
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

七
六
、
二
〇
〇

七
六
、
二
〇
〇
円

七
六
、
五
〇
〇

七
六
、
五
〇
〇
円

八
九
、
四
〇
〇

八
九
、
四
〇
〇
円

九
三
、
〇
〇
〇

九
三
、
〇
〇
〇
円

一
〇
七
、
八
〇
〇

一
〇
七
、
八
〇
〇
円

県
営
加
茂
住
宅

県
営
加
茂
第
二
住
宅

県
営
虹
の
丘
住
宅

県
営
七
北
田
住
宅

県
営
加
茂
第
三
住
宅

同同同同同

昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
七

年
度

同昭
和
五
十
八

年
度

同同昭
和
六
十
年

度同同昭
和
六
十
三

年
度

同同昭
和
六
十
一

年
度

同昭
和
六
十
三

年
度

同同同平
成
元
年
度

同

同同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

同

五
七
・
〇

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
五

六
〇
・
七

六
四
・
六

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
五

六
四
・
六

七
二
・
二

六
〇
・
一

六
八
・
四

五
六
・
九

六
六
・
四

七
四
・
四

七
五
・
六

六
〇
・
一

六
八
・
四

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
〇

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
〇

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
一
八

〇
・
九
一
八
二

〇
・
九
一
八

〇
・
九
一
八
二

〇
・
五
七
八

〇
・
五
七
八
三

〇
・
六
二
八

〇
・
六
二
八
九

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
八

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
三

〇
・
六
四
五

〇
・
六
四
五
四

〇
・
六
八
六

〇
・
六
八
六
九

〇
・
六
六
二

〇
・
六
六
二
六

〇
・
七
〇
七

〇
・
七
〇
七
五

〇
・
七
九
〇

〇
・
七
九
〇
七

〇
・
六
九
一

〇
・
六
九
一
五

〇
・
七
三
八

〇
・
七
三
八
四

〇
・
八
二
五

〇
・
八
二
五
二

〇
・
六
七
六

〇
・
六
七
六
〇

〇
・
七
六
九

〇
・
七
六
九
四

〇
・
七
一
五

〇
・
七
一
五
六

〇
・
八
三
五

〇
・
八
三
五
一

〇
・
九
三
五

〇
・
九
三
五
八

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
八

〇
・
七
〇
三

〇
・
七
〇
三
七

〇
・
八
〇
〇

〇
・
八
〇
〇
九

四
五
、
六
〇
〇

四
五
、
六
〇
〇
円

五
〇
、
七
〇
〇

五
〇
、
七
〇
〇
円

五
六
、
九
〇
〇

五
六
、
九
〇
〇
円

五
四
、
六
〇
〇

五
四
、
六
〇
〇
円

五
四
、
八
〇
〇

五
四
、
八
〇
〇
円

五
八
、
一
〇
〇

五
八
、
一
〇
〇
円

五
五
、
五
〇
〇

五
五
、
五
〇
〇
円

五
九
、
一
〇
〇

五
九
、
一
〇
〇
円

六
五
、
九
〇
〇

六
五
、
九
〇
〇
円

五
三
、
九
〇
〇

五
三
、
九
〇
〇
円

五
七
、
〇
〇
〇

五
七
、
〇
〇
〇
円

六
三
、
六
〇
〇

六
三
、
六
〇
〇
円

六
二
、
二
〇
〇

六
二
、
二
〇
〇
円

七
〇
、
八
〇
〇

七
〇
、
八
〇
〇
円

五
九
、
八
〇
〇

五
九
、
八
〇
〇
円

六
八
、
六
〇
〇

六
八
、
六
〇
〇
円

七
二
、
六
〇
〇

七
二
、
六
〇
〇
円

七
七
、
四
〇
〇

七
七
、
四
〇
〇
円

五
一
、
七
〇
〇

五
一
、
七
〇
〇
円

五
八
、
〇
〇
〇

五
八
、
〇
〇
〇
円
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県
営
石
巻
蛇
田
住
宅

石
巻
市

平
成
五
年
度

同同同同同同同同同同同平
成
六
年
度

同同同同同同同

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

五
〇
・
四

五
二
・
六

六
二
・
九

六
三
・
一

六
三
・
六

六
三
・
八

六
五
・
五

六
五
・
九

六
六
・
一

六
六
・
七

七
四
・
八

七
九
・
四

五
〇
・
四

五
二
・
六

六
二
・
九

六
三
・
一

六
三
・
六

六
三
・
八

六
五
・
五

六
五
・
九

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
五
〇
八

〇
・
五
〇
八
四

〇
・
五
三
〇

〇
・
五
三
〇
六

〇
・
六
三
四

〇
・
六
三
四
五

〇
・
六
三
六

〇
・
六
三
六
五

〇
・
六
四
一

〇
・
六
四
一
五

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
六

〇
・
六
六
〇

〇
・
六
六
〇
七

〇
・
六
六
四

〇
・
六
六
四
八

〇
・
六
六
六

〇
・
六
六
六
八

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
八

〇
・
七
五
四

〇
・
七
五
四
五

〇
・
八
〇
一

〇
・
八
〇
一
〇

〇
・
五
一
五

〇
・
五
一
五
〇

〇
・
五
三
七

〇
・
五
三
七
五

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
七

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
八

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
九

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
〇

〇
・
六
六
九

〇
・
六
六
九
三

〇
・
六
七
三

〇
・
六
七
三
四

五
五
、
三
〇
〇

五
五
、
三
〇
〇
円

五
七
、
四
〇
〇

五
七
、
四
〇
〇
円

六
九
、
二
〇
〇

六
九
、
二
〇
〇
円

六
八
、
七
〇
〇

六
八
、
七
〇
〇
円

六
八
、
〇
〇
〇

六
八
、
〇
〇
〇
円

六
九
、
〇
〇
〇

六
九
、
〇
〇
〇
円

七
二
、
一
〇
〇

七
二
、
一
〇
〇
円

七
一
、
六
〇
〇

七
一
、
六
〇
〇
円

七
一
、
一
〇
〇

七
一
、
一
〇
〇
円

七
三
、
七
〇
〇

七
三
、
七
〇
〇
円

七
九
、
六
〇
〇

七
九
、
六
〇
〇
円

八
五
、
三
〇
〇

八
五
、
三
〇
〇
円

五
九
、
六
〇
〇

五
九
、
六
〇
〇
円

六
一
、
九
〇
〇

六
一
、
九
〇
〇
円

七
四
、
七
〇
〇

七
四
、
七
〇
〇
円

七
四
、
一
〇
〇

七
四
、
一
〇
〇
円

七
三
、
三
〇
〇

七
三
、
三
〇
〇
円

七
四
、
三
〇
〇

七
四
、
三
〇
〇
円

七
七
、
七
〇
〇

七
七
、
七
〇
〇
円

七
七
、
二
〇
〇

七
七
、
二
〇
〇
円

県
営
石
巻
水
押
住
宅

県
営
石
巻
鹿
妻
住
宅

県
営
石
巻
吉
野
住
宅

県
営
石
巻
吉
野
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
河
南
鹿
又
住
宅

同同同同同

同同同同昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
五
十
二

年
度

同昭
和
五
十
三

年
度

同同同昭
和
五
十
九

年
度

同同同同同昭
和
五
十
八

年
度

同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同同中
層
耐

火
造

六
六
・
一

六
六
・
七

七
四
・
八

七
九
・
四

四
四
・
六

五
一
・
二

五
五
・
九

五
五
・
九

五
五
・
九

四
五
・
〇

五
五
・
九

五
九
・
三

六
六
・
七

四
九
・
五

六
二
・
二

六
三
・
二

七
四
・
九

七
七
・
二

六
三
・
二

六
〇
・
五

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
九
九

〇
・
九
九
九
七

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
七

〇
・
九
四
七

〇
・
九
四
七
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
七

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
四

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
二

〇
・
六
七
五

〇
・
六
七
五
五

〇
・
六
八
一

〇
・
六
八
一
六

〇
・
七
六
四

〇
・
七
六
四
四

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
四

〇
・
三
二
六

〇
・
三
二
六
四

〇
・
三
七
四

〇
・
三
七
四
七

〇
・
四
一
三

〇
・
四
一
三
二

〇
・
四
二
〇

〇
・
四
二
〇
二

〇
・
四
二
〇

〇
・
四
二
〇
四

〇
・
三
四
四

〇
・
三
四
四
〇

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
三

〇
・
四
五
三

〇
・
四
五
三
三

〇
・
五
〇
九

〇
・
五
〇
九
九

〇
・
四
一
〇

〇
・
四
一
〇
二

〇
・
五
一
五

〇
・
五
一
五
四

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
七

〇
・
六
二
〇

〇
・
六
二
〇
七

〇
・
六
三
九

〇
・
六
三
九
七

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
七

〇
・
四
九
一

〇
・
四
九
一
二

七
六
、
六
〇
〇

七
六
、
六
〇
〇
円

七
九
、
四
〇
〇

七
九
、
四
〇
〇
円

八
五
、
八
〇
〇

八
五
、
八
〇
〇
円

九
一
、
九
〇
〇

九
一
、
九
〇
〇
円

二
八
、
七
〇
〇

二
八
、
七
〇
〇
円

三
一
、
六
〇
〇

三
一
、
六
〇
〇
円

三
一
、
七
〇
〇

三
一
、
七
〇
〇
円

三
三
、
五
〇
〇

三
三
、
五
〇
〇
円

三
三
、
五
〇
〇

三
三
、
五
〇
〇
円

二
六
、
七
〇
〇

二
六
、
七
〇
〇
円

三
二
、
五
〇
〇

三
二
、
五
〇
〇
円

三
四
、
三
〇
〇

三
四
、
三
〇
〇
円

三
八
、
五
〇
〇

三
八
、
五
〇
〇
円

四
一
、
〇
〇
〇

四
一
、
〇
〇
〇
円

五
一
、
〇
〇
〇

五
一
、
〇
〇
〇
円

五
二
、
二
〇
〇

五
二
、
二
〇
〇
円

六
一
、
〇
〇
〇

六
一
、
〇
〇
〇
円

六
三
、
六
〇
〇

六
三
、
六
〇
〇
円

四
九
、
五
〇
〇

四
九
、
五
〇
〇
円

四
六
、
九
〇
〇

四
六
、
九
〇
〇
円
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県
営
塩
釜
清
水
沢
住

宅県
営
塩
釜
庚
塚
住
宅

県
営
塩
釜
北
浜
住
宅

県
営
塩
釜
天
満
崎
住

宅県
営
塩
釜
舟
入
住
宅

県
営
気
仙
沼
鹿
折
住

宅

塩
竈
市

同同同同気
仙
沼
市

同同同平
成
四
年
度

同同同昭
和
五
十
四

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

同昭
和
六
十
二

年
度

同同同同同昭
和
五
十
一

年
度

同

同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同同同中
層
耐

火
造

同

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
一
・
〇

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
七
・
〇

五
九
・
三

六
三
・
一

五
九
・
三

六
一
・
八

五
七
・
〇

六
八
・
四

六
八
・
七

六
九
・
〇

七
九
・
二

七
九
・
九

五
一
・
二

五
二
・
五

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
三
一

〇
・
九
三
一
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
五

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
〇
八

〇
・
九
〇
八
三

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
五
六
九

〇
・
五
六
九
八

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
一

〇
・
六
九
一

〇
・
六
九
一
七

〇
・
四
七
二

〇
・
四
七
二
七

〇
・
五
九
三

〇
・
五
九
三
三

〇
・
五
九
八

〇
・
五
九
八
八

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
二

〇
・
四
四
六

〇
・
四
四
六
七

〇
・
四
六
四

〇
・
四
六
四
七

〇
・
四
九
二

〇
・
四
九
二
三

〇
・
四
六
七

〇
・
四
六
七
七

〇
・
四
八
七

〇
・
四
八
七
四

〇
・
四
八
一

〇
・
四
八
一
五

〇
・
五
七
七

〇
・
五
七
七
九

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
四

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
九

〇
・
六
六
九

〇
・
六
六
九
一

〇
・
六
七
五

〇
・
六
七
五
〇

〇
・
三
四
三

〇
・
三
四
三
〇

〇
・
三
五
一

〇
・
三
五
一
七

四
〇
、
三
〇
〇

四
〇
、
三
〇
〇
円

四
〇
、
七
〇
〇

四
〇
、
七
〇
〇
円

四
八
、
九
〇
〇

四
八
、
九
〇
〇
円

四
四
、
一
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇
円

五
五
、
三
〇
〇

五
五
、
三
〇
〇
円

五
五
、
八
〇
〇

五
五
、
八
〇
〇
円

六
七
、
一
〇
〇

六
七
、
一
〇
〇
円

三
一
、
八
〇
〇

三
一
、
八
〇
〇
円

三
二
、
九
〇
〇

三
二
、
九
〇
〇
円

三
三
、
一
〇
〇

三
三
、
一
〇
〇
円

三
三
、
四
〇
〇

三
三
、
四
〇
〇
円

三
五
、
六
〇
〇

三
五
、
六
〇
〇
円

四
二
、
九
〇
〇

四
二
、
九
〇
〇
円

五
一
、
五
〇
〇

五
一
、
五
〇
〇
円

五
一
、
七
〇
〇

五
一
、
七
〇
〇
円

五
一
、
九
〇
〇

五
一
、
九
〇
〇
円

五
九
、
四
〇
〇

五
九
、
四
〇
〇
円

六
〇
、
一
〇
〇

六
〇
、
一
〇
〇
円

二
七
、
六
〇
〇

二
七
、
六
〇
〇
円

二
八
、
九
〇
〇

二
八
、
九
〇
〇
円

県
営
桃
生
中
津
山
住

宅県
営
石
巻
門
脇
住
宅

県
営
石
巻
黄
金
浜
住

宅県
営
石
巻
西
境
谷
地

住
宅

県
営
石
巻
渡
波
住
宅

県
営
石
巻
渡
波
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

同同同同同同

同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
二
年
度

昭
和
六
十
三

年
度

同平
成
二
年
度

同平
成
四
年
度

同同平
成
九
年
度

同同同昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

同同平
成
元
年
度

同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同同同

六
四
・
六

六
六
・
四

六
六
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
〇
・
一

六
八
・
四

四
八
・
三

六
六
・
八

七
二
・
八

六
五
・
三

七
七
・
八

五
五
・
八

六
五
・
三

五
一
・
二

五
七
・
九

三
二
・
七

五
一
・
二

五
七
・
九

五
一
・
〇

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
二

〇
・
九
六
三

〇
・
九
六
三
四

〇
・
九
六
三

〇
・
九
六
三
四

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
八

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
八

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五
〇

〇
・
九
四
五

〇
・
九
四
五
〇

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
八
〇

〇
・
九
八
〇
七

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
三
二

〇
・
九
三
二
〇

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
二
〇

〇
・
九
二
〇
八

〇
・
九
三
〇

〇
・
九
三
〇
八

〇
・
五
二
四

〇
・
五
二
四
五

〇
・
五
二
九

〇
・
五
二
九
〇

〇
・
五
五
五

〇
・
五
五
五
一

〇
・
五
四
一

〇
・
五
四
一
九

〇
・
六
一
六

〇
・
六
一
六
七

〇
・
五
五
〇

〇
・
五
五
〇
七

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
七

〇
・
四
七
一

〇
・
四
七
一
七

〇
・
六
五
二

〇
・
六
五
二
四

〇
・
七
一
一

〇
・
七
一
一
〇

〇
・
六
四
六

〇
・
六
四
六
一

〇
・
七
六
九

〇
・
七
六
九
八

〇
・
五
五
二

〇
・
五
五
二
一

〇
・
六
四
六

〇
・
六
四
六
一

〇
・
三
六
四

〇
・
三
六
四
〇

〇
・
四
一
一

〇
・
四
一
一
七

〇
・
二
三
六

〇
・
二
三
六
四

〇
・
三
七
〇

〇
・
三
七
〇
二

〇
・
四
一
八

〇
・
四
一
八
七

〇
・
四
五
四

〇
・
四
五
四
〇

四
九
、
七
〇
〇

四
九
、
七
〇
〇
円

四
三
、
五
〇
〇

四
三
、
五
〇
〇
円

四
四
、
一
〇
〇

四
四
、
一
〇
〇
円

四
七
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇
円

五
三
、
四
〇
〇

五
三
、
四
〇
〇
円

三
五
、
九
〇
〇

三
五
、
九
〇
〇
円

四
〇
、
二
〇
〇

四
〇
、
二
〇
〇
円

三
一
、
七
〇
〇

三
一
、
七
〇
〇
円

四
五
、
六
〇
〇

四
五
、
六
〇
〇
円

四
五
、
八
〇
〇

四
五
、
八
〇
〇
円

八
五
、
七
〇
〇

八
五
、
七
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

七
三
、
四
〇
〇

七
三
、
四
〇
〇
円

八
五
、
七
〇
〇

八
五
、
七
〇
〇
円

二
五
、
七
〇
〇

二
五
、
七
〇
〇
円

二
八
、
一
〇
〇

二
八
、
一
〇
〇
円

二
九
、
〇
〇
〇

二
九
、
〇
〇
〇
円

二
八
、
六
〇
〇

二
八
、
六
〇
〇
円

三
〇
、
九
〇
〇

三
〇
、
九
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円
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県
営
本
吉
大
沢
住
宅

県
営
白
石
寿
山
住
宅

県
営
名
取
田
高
住
宅

県
営
名
取
飯
野
坂
住

宅県
営
名
取
名
取
が
丘

四
丁
目
住
宅

同白
石
市

名
取
市

同同

昭
和
五
十
三

年
度

平
成
元
年
度

同昭
和
四
十
九

年
度

同昭
和
五
十
一

年
度

同同平
成
四
年
度

同同同同同平
成
七
年
度

同同同平
成
五
年
度

同

同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同同同

五
二
・
五

六
六
・
四

六
八
・
八

四
六
・
五

四
六
・
五

五
一
・
二

五
二
・
五

五
五
・
九

四
八
・
三

六
三
・
五

六
六
・
八

七
二
・
八

七
三
・
〇

七
九
・
九

五
五
・
〇

六
五
・
七

七
〇
・
四

七
八
・
六

五
五
・
一

五
八
・
一

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
九

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
八

〇
・
九
一
四

〇
・
九
一
四
八

〇
・
九
一
六

〇
・
九
一
六
五

〇
・
九
一
六

〇
・
九
一
六
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
九

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
五

〇
・
九
五
五
五

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
八

〇
・
九
五
八
一

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
三
六
三

〇
・
三
六
三
五

〇
・
四
八
〇

〇
・
四
八
〇
四

〇
・
四
九
七

〇
・
四
九
七
八

〇
・
三
〇
一

〇
・
三
〇
一
九

〇
・
三
〇
一

〇
・
三
〇
一
九

〇
・
三
九
七

〇
・
三
九
七
六

〇
・
四
〇
七

〇
・
四
〇
七
六

〇
・
四
三
四

〇
・
四
三
四
一

〇
・
四
九
〇

〇
・
四
九
〇
二

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
五

〇
・
六
七
八

〇
・
六
七
八
〇

〇
・
七
三
九

〇
・
七
三
九
〇

〇
・
七
四
〇

〇
・
七
四
〇
九

〇
・
八
一
一

〇
・
八
一
一
〇

〇
・
五
八
一

〇
・
五
八
一
九

〇
・
六
九
五

〇
・
六
九
五
一

〇
・
七
四
四

〇
・
七
四
四
九

〇
・
八
三
一

〇
・
八
三
一
七

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
二

〇
・
五
九
八

〇
・
五
九
八
一

二
八
、
七
〇
〇

二
八
、
七
〇
〇
円

四
五
、
九
〇
〇

四
五
、
九
〇
〇
円

四
七
、
二
〇
〇

四
七
、
二
〇
〇
円

一
八
、
八
〇
〇

一
八
、
八
〇
〇
円

二
四
、
三
〇
〇

二
四
、
三
〇
〇
円

三
〇
、
二
〇
〇

三
〇
、
二
〇
〇
円

三
〇
、
八
〇
〇

三
〇
、
八
〇
〇
円

三
三
、
一
〇
〇

三
三
、
一
〇
〇
円

三
六
、
七
〇
〇

三
六
、
七
〇
〇
円

四
八
、
二
〇
〇

四
八
、
二
〇
〇
円

五
三
、
一
〇
〇

五
三
、
一
〇
〇
円

五
三
、
四
〇
〇

五
三
、
四
〇
〇
円

五
三
、
四
〇
〇

五
三
、
四
〇
〇
円

六
〇
、
六
〇
〇

六
〇
、
六
〇
〇
円

七
二
、
〇
〇
〇

七
二
、
〇
〇
〇
円

八
三
、
二
〇
〇

八
三
、
二
〇
〇
円

八
九
、
〇
〇
〇

八
九
、
〇
〇
〇
円

九
七
、
五
〇
〇

九
七
、
五
〇
〇
円

五
六
、
三
〇
〇

五
六
、
三
〇
〇
円

五
八
、
九
〇
〇

五
八
、
九
〇
〇
円

県
営
名
取
谷
津
山
住

宅県
営
名
取
手
倉
田
第

二
住
宅

県
営
名
取
増
田
住
宅

県
営
角
田
横
倉
住
宅

県
営
多
賀
城
八
幡
住

宅

同同同角
田
市

多
賀
城
市

同同同同同同昭
和
五
十
六

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
六
十
一

年
度

平
成
三
年
度

同同平
成
五
年
度

同昭
和
三
十
三

年
度

昭
和
三
十
四

年
度

昭
和
三
十
五

年
度

昭
和
四
十
一

年
度

昭
和
六
十
年

度同

同同同同同同同同同同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同

六
五
・
一

六
五
・
五

六
七
・
五

六
八
・
四

七
四
・
九

七
九
・
六

六
一
・
八

六
〇
・
七

六
〇
・
七

五
六
・
一

六
七
・
二

七
九
・
九

六
四
・
四

七
四
・
四

三
六
・
四

三
六
・
四

三
六
・
四

四
〇
・
三

五
三
・
六

六
二
・
〇

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
五
六

〇
・
九
五
六
五

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
一

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
六

〇
・
九
四
三

〇
・
九
四
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
九
三

〇
・
九
九
三
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
六
七
〇

〇
・
六
七
〇
二

〇
・
六
七
四

〇
・
六
七
四
三

〇
・
六
九
四

〇
・
六
九
四
九

〇
・
七
〇
四

〇
・
七
〇
四
二

〇
・
七
七
一

〇
・
七
七
一
一

〇
・
八
一
九

〇
・
八
一
九
五

〇
・
五
二
九

〇
・
五
二
九
二

〇
・
五
五
二

〇
・
五
五
二
二

〇
・
五
六
〇

〇
・
五
六
〇
二

〇
・
五
八
四

〇
・
五
八
四
三

〇
・
六
九
九

〇
・
六
九
九
九

〇
・
八
三
二

〇
・
八
三
二
二

〇
・
五
七
六

〇
・
五
七
六
二

〇
・
六
六
五

〇
・
六
六
五
七

〇
・
二
〇
六

〇
・
二
〇
六
八

〇
・
二
一
一

〇
・
二
一
一
八

〇
・
二
一
六

〇
・
二
一
六
七

〇
・
二
七
二

〇
・
二
七
二
九

〇
・
五
〇
一

〇
・
五
〇
一
七

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
三

六
七
、
五
〇
〇

六
七
、
五
〇
〇
円

六
六
、
七
〇
〇

六
六
、
七
〇
〇
円

六
九
、
三
〇
〇

六
九
、
三
〇
〇
円

六
九
、
一
〇
〇

六
九
、
一
〇
〇
円

七
六
、
一
〇
〇

七
六
、
一
〇
〇
円

八
〇
、
二
〇
〇

八
〇
、
二
〇
〇
円

四
〇
、
六
〇
〇

四
〇
、
六
〇
〇
円

四
三
、
四
〇
〇

四
三
、
四
〇
〇
円

四
四
、
四
〇
〇

四
四
、
四
〇
〇
円

三
七
、
四
〇
〇

三
七
、
四
〇
〇
円

四
四
、
三
〇
〇

四
四
、
三
〇
〇
円

五
二
、
七
〇
〇

五
二
、
七
〇
〇
円

七
三
、
五
〇
〇

七
三
、
五
〇
〇
円

八
三
、
三
〇
〇

八
三
、
三
〇
〇
円

一
〇
、
〇
〇
〇

一
〇
、
〇
〇
〇
円

一
〇
、
九
〇
〇

一
〇
、
九
〇
〇
円

一
一
、
七
〇
〇

一
一
、
七
〇
〇
円

一
六
、
二
〇
〇

一
六
、
二
〇
〇
円

四
四
、
〇
〇
〇

四
四
、
〇
〇
〇
円

五
〇
、
九
〇
〇

五
〇
、
九
〇
〇
円
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県
営
岩
沼
相
の
原
住

宅県
営
岩
沼
相
の
原
住

宅（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
岩
沼
千
貫
住
宅

県
営
登
米
前
舟
橋
住

宅県
営
迫
萩
洗
住
宅

同同同登
米
市

同

昭
和
五
十
一

年
度

同同同同同昭
和
五
十
六

年
度

昭
和
五
十
一

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

同昭
和
六
十
一

年
度

同平
成
三
年
度

平
成
四
年
度

同同同平
成
七
年
度

同

同同同同同同同同同同同同同木
造

中
層
耐

火
造

同同同同同

五
一
・
三

五
一
・
三

五
一
・
三

五
七
・
九

五
七
・
九

五
七
・
九

六
一
・
八

五
七
・
九

五
七
・
九

五
九
・
二

六
七
・
五

六
〇
・
一

六
八
・
四

六
八
・
七

五
一
・
六

六
四
・
七

六
五
・
二

七
八
・
三

六
六
・
〇

六
九
・
〇

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
七

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
二
六

〇
・
九
二
六
〇

〇
・
九
九
六

〇
・
九
九
六
一

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
三
七
八

〇
・
三
七
八
九

〇
・
三
七
八

〇
・
三
七
八
九

〇
・
四
二
九

〇
・
四
二
九
七

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
八
四

〇
・
四
八
四
〇

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
八

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
七

〇
・
四
五
九

〇
・
四
五
九
四

〇
・
五
二
三

〇
・
五
二
三
八

〇
・
五
一
〇

〇
・
五
一
〇
三

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
八

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
三

〇
・
四
七
九

〇
・
四
七
九
六

〇
・
六
〇
一

〇
・
六
〇
一
四

〇
・
六
〇
六

〇
・
六
〇
六
〇

〇
・
七
二
七

〇
・
七
二
七
八

〇
・
六
三
七

〇
・
六
三
七
七

〇
・
六
六
六

〇
・
六
六
六
八

二
九
、
二
〇
〇

二
九
、
二
〇
〇
円

二
九
、
七
〇
〇

二
九
、
七
〇
〇
円

四
一
、
五
〇
〇

四
一
、
五
〇
〇
円

三
三
、
一
〇
〇

三
三
、
一
〇
〇
円

三
三
、
七
〇
〇

三
三
、
七
〇
〇
円

四
六
、
五
〇
〇

四
六
、
五
〇
〇
円

四
一
、
七
〇
〇

四
一
、
七
〇
〇
円

三
三
、
一
〇
〇

三
三
、
一
〇
〇
円

三
三
、
七
〇
〇

三
三
、
七
〇
〇
円

三
五
、
一
〇
〇

三
五
、
一
〇
〇
円

四
〇
、
〇
〇
〇

四
〇
、
〇
〇
〇
円

三
九
、
四
〇
〇

三
九
、
四
〇
〇
円

四
五
、
一
〇
〇

四
五
、
一
〇
〇
円

五
四
、
七
〇
〇

五
四
、
七
〇
〇
円

三
〇
、
八
〇
〇

三
〇
、
八
〇
〇
円

三
八
、
七
〇
〇

三
八
、
七
〇
〇
円

三
八
、
七
〇
〇

三
八
、
七
〇
〇
円

四
六
、
六
〇
〇

四
六
、
六
〇
〇
円

七
七
、
二
〇
〇

七
七
、
二
〇
〇
円

七
九
、
九
〇
〇

七
九
、
九
〇
〇
円

県
営
多
賀
城
大
代
住

宅県
営
多
賀
城
中
峯
元

住
宅

県
営
多
賀
城
浮
島
住

宅県
営
岩
沼
亀
塚
住
宅

同同同岩
沼
市

同同昭
和
六
十
一

年
度

同同平
成
三
年
度

同昭
和
五
十
年

度昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
三

年
度

同同昭
和
四
十
七

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

同同昭
和
五
十
年

度同同同

同同中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同同同同同同同同同

六
八
・
九

六
八
・
九

五
五
・
三

六
八
・
二

七
八
・
三

五
五
・
〇

六
八
・
〇

四
六
・
五

五
七
・
〇

四
五
・
〇

五
五
・
九

六
六
・
七

四
三
・
五

四
四
・
六

四
六
・
五

五
七
・
九

四
六
・
五

四
六
・
五

四
六
・
五

五
一
・
二

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
一
三

〇
・
九
一
三
八

〇
・
九
五
一

〇
・
九
五
一
四

〇
・
九
五
一

〇
・
九
五
一
四

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
二
三

〇
・
九
二
三
四

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
一

〇
・
九
四
一
二

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
九
九
〇

〇
・
九
九
〇
五

〇
・
九
四
〇

〇
・
九
四
〇
五

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
九

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
九

〇
・
五
二
五

〇
・
五
二
五
一

〇
・
六
四
七

〇
・
六
四
七
七

〇
・
七
四
三

〇
・
七
四
三
六

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
八

〇
・
七
二
〇

〇
・
七
二
〇
五

〇
・
三
六
六

〇
・
三
六
六
二

〇
・
四
七
六

〇
・
四
七
六
四

〇
・
三
八
二

〇
・
三
八
二
三

〇
・
四
七
四

〇
・
四
七
四
九

〇
・
五
六
六

〇
・
五
六
六
六

〇
・
三
〇
二

〇
・
三
〇
二
八

〇
・
三
一
八

〇
・
三
一
八
六

〇
・
三
三
二

〇
・
三
三
二
二

〇
・
四
一
三

〇
・
四
一
三
七

〇
・
三
三
七

〇
・
三
三
七
七

〇
・
三
三
七

〇
・
三
三
七
七

〇
・
三
八
七

〇
・
三
八
七
一

〇
・
三
七
一

〇
・
三
七
一
八

五
五
、
四
〇
〇

五
五
、
四
〇
〇
円

五
六
、
一
〇
〇

五
六
、
一
〇
〇
円

四
六
、
九
〇
〇

四
六
、
九
〇
〇
円

五
七
、
五
〇
〇

五
七
、
五
〇
〇
円

六
五
、
七
〇
〇

六
五
、
七
〇
〇
円

三
九
、
六
〇
〇

三
九
、
六
〇
〇
円

四
八
、
七
〇
〇

四
八
、
七
〇
〇
円

二
七
、
九
〇
〇

二
七
、
九
〇
〇
円

三
五
、
四
〇
〇

三
五
、
四
〇
〇
円

二
八
、
四
〇
〇

二
八
、
四
〇
〇
円

三
四
、
八
〇
〇

三
四
、
八
〇
〇
円

四
一
、
二
〇
〇

四
一
、
二
〇
〇
円

二
〇
、
五
〇
〇

二
〇
、
五
〇
〇
円

二
〇
、
〇
〇
〇

二
〇
、
〇
〇
〇
円

二
〇
、
九
〇
〇

二
〇
、
九
〇
〇
円

二
六
、
〇
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇
円

二
六
、
〇
〇
〇

二
六
、
〇
〇
〇
円

二
八
、
六
〇
〇

二
八
、
六
〇
〇
円

四
二
、
〇
〇
〇

四
二
、
〇
〇
〇
円

二
六
、
五
〇
〇

二
六
、
五
〇
〇
円
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県
営
若
柳
川
南
住
宅

県
営
築
館
萩
沢
住
宅

県
営
若
柳
川
南
第
二

住
宅

県
営
鶯
沢
柳
沢
住
宅

県
営
築
館
久
伝
住
宅

県
営
若
柳
新
堤
下
住

宅県
営
矢
本
下
浦
住
宅

県
営
鳴
瀬
小
野
住
宅

栗
原
市

同同同同同東
松
島
市

同

平
成
七
年
度

同同昭
和
五
十
六

年
度

平
成
元
年
度

同平
成
二
年
度

平
成
三
年
度

平
成
四
年
度

同同同昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
六
十
一

年
度

昭
和
六
十
二

年
度

同同同同木
造

同同同中
層
耐

火
造

同同木
造

中
層
耐

火
造

同同同同同木
造

同

五
六
・
〇

六
七
・
四

七
九
・
四

六
一
・
八

六
七
・
二

六
八
・
四

七
一
・
六

七
一
・
六

五
六
・
九

六
五
・
三

六
八
・
〇

七
七
・
六

四
六
・
五

五
一
・
二

五
五
・
九

五
七
・
〇

五
七
・
〇

五
九
・
三

六
七
・
五

六
七
・
五

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
九

〇
・
九
一
九

〇
・
九
一
九
五

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
五
四

〇
・
九
五
四
〇

〇
・
九
五
四

〇
・
九
五
四
〇

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
三

〇
・
九
七
六

〇
・
九
七
六
七

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
三
八

〇
・
九
三
八
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
三

〇
・
五
三
四

〇
・
五
三
四
〇

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
七
五
七

〇
・
七
五
七
二

〇
・
四
五
一

〇
・
四
五
一
四

〇
・
四
八
九

〇
・
四
八
九
六

〇
・
四
九
八

〇
・
四
九
八
四

〇
・
五
五
三

〇
・
五
五
三
三

〇
・
五
六
六

〇
・
五
六
六
三

〇
・
五
一
二

〇
・
五
一
二
六

〇
・
五
八
八

〇
・
五
八
八
三

〇
・
六
一
二

〇
・
六
一
二
六

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
八

〇
・
三
一
四

〇
・
三
一
四
四

〇
・
三
四
六

〇
・
三
四
六
二

〇
・
三
八
四

〇
・
三
八
四
五

〇
・
三
九
八

〇
・
三
九
八
六

〇
・
四
〇
五

〇
・
四
〇
五
二

〇
・
四
二
一

〇
・
四
二
一
六

〇
・
四
五
六

〇
・
四
五
六
三

〇
・
四
六
八

〇
・
四
六
八
一

七
一
、
九
〇
〇

七
一
、
九
〇
〇
円

八
二
、
一
〇
〇

八
二
、
一
〇
〇
円

九
四
、
〇
〇
〇

九
四
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
二
〇
〇

三
六
、
二
〇
〇
円

四
六
、
二
〇
〇

四
六
、
二
〇
〇
円

四
七
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇
円

四
四
、
七
〇
〇

四
四
、
七
〇
〇
円

四
六
、
三
〇
〇

四
六
、
三
〇
〇
円

三
五
、
五
〇
〇

三
五
、
五
〇
〇
円

四
〇
、
九
〇
〇

四
〇
、
九
〇
〇
円

四
二
、
五
〇
〇

四
二
、
五
〇
〇
円

九
八
、
九
〇
〇

九
八
、
九
〇
〇
円

二
七
、
二
〇
〇

二
七
、
二
〇
〇
円

二
九
、
三
〇
〇

二
九
、
三
〇
〇
円

三
三
、
〇
〇
〇

三
三
、
〇
〇
〇
円

三
三
、
二
〇
〇

三
三
、
二
〇
〇
円

三
五
、
八
〇
〇

三
五
、
八
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇

三
七
、
〇
〇
〇
円

四
八
、
一
〇
〇

四
八
、
一
〇
〇
円

四
九
、
〇
〇
〇

四
九
、
〇
〇
〇
円

県
営
鳴
瀬
中
央
住
宅

県
営
矢
本
赤
井
住
宅

県
営
鳴
瀬
中
央
第
二

住
宅

県
営
鹿
島
台
福
芦
住

宅県
営
古
川
福
浦
住
宅

県
営
三
本
木
西
浦
住

宅県
営
古
川
李
埣
住
宅

同同同大
崎
市

同同同

昭
和
六
十
三

年
度

平
成
二
年
度

同平
成
三
年
度

同平
成
八
年
度

昭
和
五
十
年

度同昭
和
五
十
一

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

同同平
成
元
年
度

平
成
四
年
度

同同同平
成
十
年
度

同平
成
十
四
年

度

同同同同同同中
層
耐

火
造

同同木
造

同同同高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

同高
層
耐

火
造

六
七
・
五

七
二
・
九

七
三
・
三

七
二
・
九

七
三
・
三

七
九
・
四

五
一
・
二

五
七
・
九

五
五
・
九

六
八
・
〇

六
八
・
八

六
九
・
二

六
七
・
五

六
〇
・
三

六
八
・
七

六
八
・
八

七
七
・
三

六
七
・
一

七
八
・
九

六
三
・
二

〇
・
九
二
七

〇
・
九
二
七
四

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
八
三

〇
・
九
八
三
二

〇
・
九
六
七

〇
・
九
六
七
四

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
九
二
一

〇
・
九
二
一
六

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
五

〇
・
九
二
五
三

〇
・
九
二
四

〇
・
九
二
四
四

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
四
八
三

〇
・
四
八
三
二

〇
・
五
八
〇

〇
・
五
八
〇
五

〇
・
五
八
三

〇
・
五
八
三
七

〇
・
五
九
四

〇
・
五
九
四
二

〇
・
五
九
七

〇
・
五
九
七
四

〇
・
七
一
〇

〇
・
七
一
〇
〇

〇
・
三
四
〇

〇
・
三
四
〇
一

〇
・
三
八
四

〇
・
三
八
四
六

〇
・
三
七
七

〇
・
三
七
七
七

〇
・
四
八
五

〇
・
四
八
五
六

〇
・
四
九
一

〇
・
四
九
一
三

〇
・
四
九
四

〇
・
四
九
四
二

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
五

〇
・
五
四
九

〇
・
五
四
九
〇

〇
・
六
二
五

〇
・
六
二
五
五

〇
・
六
二
六

〇
・
六
二
六
四

〇
・
七
〇
三

〇
・
七
〇
三
八

〇
・
六
五
九

〇
・
六
五
九
三

〇
・
七
七
五

〇
・
七
七
五
三

〇
・
六
四
〇

〇
・
六
四
〇
六

四
八
、
五
〇
〇

四
八
、
五
〇
〇
円

三
八
、
四
〇
〇

三
八
、
四
〇
〇
円

三
八
、
四
〇
〇

三
八
、
四
〇
〇
円

三
九
、
五
〇
〇

三
九
、
五
〇
〇
円

三
九
、
五
〇
〇

三
九
、
五
〇
〇
円

一
〇
〇
、
七
〇
〇

一
〇
〇
、
七
〇
〇
円

二
八
、
四
〇
〇

二
八
、
四
〇
〇
円

三
〇
、
三
〇
〇

三
〇
、
三
〇
〇
円

二
九
、
二
〇
〇

二
九
、
二
〇
〇
円

四
七
、
七
〇
〇

四
七
、
七
〇
〇
円

四
七
、
八
〇
〇

四
七
、
八
〇
〇
円

四
七
、
八
〇
〇

四
七
、
八
〇
〇
円

四
三
、
二
〇
〇

四
三
、
二
〇
〇
円

三
六
、
九
〇
〇

三
六
、
九
〇
〇
円

四
四
、
三
〇
〇

四
四
、
三
〇
〇
円

四
四
、
三
〇
〇

四
四
、
三
〇
〇
円

四
七
、
三
〇
〇

四
七
、
三
〇
〇
円

九
三
、
〇
〇
〇

九
三
、
〇
〇
〇
円

一
〇
四
、
六
〇
〇

一
〇
四
、
六
〇
〇
円

八
二
、
九
〇
〇

八
二
、
九
〇
〇
円
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県
営
柴
田
船
迫
住
宅

県
営
柴
田
東
船
岡
住

宅県
営
柴
田
槻
木
住
宅

県
営
柴
田
槻
木
住
宅

（
身
体
障
害
者
向
け

住
宅
）

県
営
柴
田
槻
木
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

県
営
丸
森
神
明
住
宅

柴
田
郡
柴

田
町

同同同同伊
具
郡
丸

森
町

昭
和
六
十
三

年
度

同平
成
四
年
度

同同同同平
成
九
年
度

同同同同同同同同同同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
元
年
度

同同同同同木
造

同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

同木
造

同

六
〇
・
五

六
四
・
六

四
八
・
三

六
六
・
八

七
二
・
八

七
四
・
七

七
六
・
六

六
八
・
八

五
八
・
九

六
八
・
八

六
八
・
八

七
八
・
九

五
〇
・
五

五
〇
・
五

六
八
・
八

五
〇
・
五

五
〇
・
五

五
八
・
九

六
九
・
六

六
九
・
六

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
六

〇
・
九
八
六
〇

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
六

〇
・
四
九
五

〇
・
四
九
五
二

〇
・
五
二
八

〇
・
五
二
八
八

〇
・
四
三
九

〇
・
四
三
九
七

〇
・
六
〇
八

〇
・
六
〇
八
二

〇
・
六
六
二

〇
・
六
六
二
九

〇
・
六
〇
一

〇
・
六
〇
一
八

〇
・
六
一
七

〇
・
六
一
七
一

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
四

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
七
七
〇

〇
・
七
七
〇
九

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
六
七
二

〇
・
六
七
二
二

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
四

〇
・
五
七
五

〇
・
五
七
五
四

〇
・
五
二
七

〇
・
五
二
七
三

〇
・
五
四
〇

〇
・
五
四
〇
三

四
〇
、
一
〇
〇

四
〇
、
一
〇
〇
円

四
二
、
五
〇
〇

四
二
、
五
〇
〇
円

三
四
、
一
〇
〇

三
四
、
一
〇
〇
円

四
九
、
一
〇
〇

四
九
、
一
〇
〇
円

四
九
、
四
〇
〇

四
九
、
四
〇
〇
円

九
四
、
七
〇
〇

九
四
、
七
〇
〇
円

九
七
、
一
〇
〇

九
七
、
一
〇
〇
円

九
七
、
五
〇
〇

九
七
、
五
〇
〇
円

八
三
、
三
〇
〇

八
三
、
三
〇
〇
円

九
七
、
一
〇
〇

九
七
、
一
〇
〇
円

九
七
、
五
〇
〇

九
七
、
五
〇
〇
円

一
一
一
、
七
〇
〇

一
一
一
、
七
〇
〇
円

七
一
、
五
〇
〇

七
一
、
五
〇
〇
円

七
一
、
二
〇
〇

七
一
、
二
〇
〇
円

九
七
、
五
〇
〇

九
七
、
五
〇
〇
円

七
一
、
五
〇
〇

七
一
、
五
〇
〇
円

七
一
、
二
〇
〇

七
一
、
二
〇
〇
円

八
三
、
七
〇
〇

八
三
、
七
〇
〇
円

四
五
、
七
〇
〇

四
五
、
七
〇
〇
円

四
六
、
四
〇
〇

四
六
、
四
〇
〇
円

県
営
古
川
李
埣
住
宅

（
老
人
世
帯
向
け
住

宅
）

県
営
松
山
金
谷
住
宅

県
営
蔵
王
井
戸
井
住

宅県
営
大
河
原
上
谷
住

宅県
営
大
河
原
結
ヶ
丘

住
宅

県
営
村
田
石
生
住
宅

同同刈
田
郡
蔵

王
町

柴
田
郡
大

河
原
町

同柴
田
郡
村

田
町

同同平
成
十
年
度

平
成
十
四
年

度平
成
四
年
度

同平
成
四
年
度

同同平
成
六
年
度

同昭
和
五
十
年

度平
成
六
年
度

同同同昭
和
五
十
八

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

同同中
層
耐

火
造

高
層
耐

火
造

木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同同木
造

同同同同同中
層
耐

火
造

同

六
五
・
一

七
五
・
一

五
四
・
六

六
五
・
一

七
七
・
八

七
八
・
二

五
六
・
九

六
五
・
三

六
八
・
〇

六
六
・
〇

六
九
・
〇

五
一
・
二

七
四
・
七

七
五
・
一

七
九
・
五

七
九
・
九

六
六
・
二

六
六
・
二

五
九
・
三

六
一
・
八

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
七
九

〇
・
九
七
九
五

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
四

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
四

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
七
七

〇
・
九
七
七
三

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
五
七

〇
・
九
五
七
六

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
〇
〇

〇
・
九
〇
〇
〇

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
九
二
九

〇
・
九
二
九
八

〇
・
六
五
九

〇
・
六
五
九
八

〇
・
七
六
一

〇
・
七
六
一
二

〇
・
五
三
六

〇
・
五
三
六
五

〇
・
六
五
九

〇
・
六
五
九
八

〇
・
六
三
九

〇
・
六
三
九
六

〇
・
六
四
二

〇
・
六
四
二
九

〇
・
五
一
六

〇
・
五
一
六
八

〇
・
五
九
三

〇
・
五
九
三
二

〇
・
六
一
七

〇
・
六
一
七
七

〇
・
六
一
五

〇
・
六
一
五
三

〇
・
六
四
三

〇
・
六
四
三
三

〇
・
三
三
二

〇
・
三
三
二
一

〇
・
六
三
三

〇
・
六
三
三
九

〇
・
六
三
七

〇
・
六
三
七
三

〇
・
六
七
四

〇
・
六
七
四
六

〇
・
六
七
八

〇
・
六
七
八
一

〇
・
四
〇
三

〇
・
四
〇
三
一

〇
・
四
二
五

〇
・
四
二
五
八

〇
・
四
三
一

〇
・
四
三
一
三

〇
・
四
五
六

〇
・
四
五
六
五

八
四
、
六
〇
〇

八
四
、
六
〇
〇
円

九
三
、
四
〇
〇

九
三
、
四
〇
〇
円

八
〇
、
八
〇
〇

八
〇
、
八
〇
〇
円

八
四
、
六
〇
〇

八
四
、
六
〇
〇
円

九
六
、
三
〇
〇

九
六
、
三
〇
〇
円

九
六
、
八
〇
〇

九
六
、
八
〇
〇
円

三
八
、
三
〇
〇

三
八
、
三
〇
〇
円

四
三
、
九
〇
〇

四
三
、
九
〇
〇
円

四
五
、
七
〇
〇

四
五
、
七
〇
〇
円

七
三
、
〇
〇
〇

七
三
、
〇
〇
〇
円

七
五
、
五
〇
〇

七
五
、
五
〇
〇
円

二
九
、
一
〇
〇

二
九
、
一
〇
〇
円

一
一
九
、
八
〇
〇

一
一
九
、
八
〇
〇
円

一
二
〇
、
五
〇
〇

一
二
〇
、
五
〇
〇
円

一
二
七
、
四
〇
〇

一
二
七
、
四
〇
〇
円

一
二
八
、
一
〇
〇

一
二
八
、
一
〇
〇
円

四
四
、
七
〇
〇

四
四
、
七
〇
〇
円

四
七
、
九
〇
〇

四
七
、
九
〇
〇
円

三
四
、
六
〇
〇

三
四
、
六
〇
〇
円

四
二
、
六
〇
〇

四
二
、
六
〇
〇
円



 

備
考　

応
益
係
数
と
は
、
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
数
値
を
乗
じ
た
数
値
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮　
城　
県　
教　
育　
委　
員　
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。
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県
営
亘
理
下
茨
田
住

宅県
営
七
ヶ
浜
遠
山
住

宅県
営
七
ヶ
浜
松
ヶ
浜

住
宅

県
営
大
和
吉
岡
南
住

宅県
営
中
新
田
田
川
住

宅県
営
中
新
田
羽
場
住

亘
理
郡
亘

理
町

宮
城
郡
七

ヶ
浜
町

同黒
川
郡
大

和
町

加
美
郡
加

美
町

同

昭
和
五
十
二

年
度

昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
六
十
年

度昭
和
六
十
一

年
度

昭
和
六
十
三

年
度

昭
和
四
十
九

年
度

平
成
二
年
度

同同同平
成
三
年
度

同同同平
成
五
年
度

同平
成
四
年
度

同平
成
五
年
度

同

中
層
耐

火
造

同同同同同同同同同高
層
耐

火
造

同同同中
層
耐

火
造

同木
造

同同同

五
一
・
三

五
七
・
〇

六
〇
・
七

六
〇
・
七

六
〇
・
七

四
六
・
五

五
一
・
〇

六
四
・
〇

六
四
・
六

七
七
・
七

五
五
・
四

六
四
・
七

六
五
・
五

七
五
・
六

六
六
・
〇

六
九
・
〇

六
八
・
七

七
三
・
六

七
四
・
七

七
六
・
六

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

〇
・
九
八
一

〇
・
九
八
一
一

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
七
四

〇
・
九
七
四
一

〇
・
九
七
四

〇
・
九
七
四
一

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
三
六
三

〇
・
三
六
三
二

〇
・
四
二
三

〇
・
四
二
三
五

〇
・
四
八
六

〇
・
四
八
六
四

〇
・
四
九
三

〇
・
四
九
三
五

〇
・
五
〇
七

〇
・
五
〇
七
七

〇
・
三
一
二

〇
・
三
一
二
九

〇
・
四
五
二

〇
・
四
五
二
八

〇
・
五
六
八

〇
・
五
六
八
二

〇
・
五
七
三

〇
・
五
七
三
五

〇
・
六
八
九

〇
・
六
八
九
八

〇
・
四
九
八

〇
・
四
九
八
五

〇
・
五
八
二

〇
・
五
八
二
二

〇
・
五
八
九

〇
・
五
八
九
四

〇
・
六
八
〇

〇
・
六
八
〇
三

〇
・
六
二
一

〇
・
六
二
一
五

〇
・
六
四
九

〇
・
六
四
九
八

〇
・
五
六
七

〇
・
五
六
七
五

〇
・
六
〇
八

〇
・
六
〇
八
〇

〇
・
六
二
八

〇
・
六
二
八
一

〇
・
六
四
四

〇
・
六
四
四
〇

三
二
、
一
〇
〇

三
二
、
一
〇
〇
円

三
二
、
二
〇
〇

三
二
、
二
〇
〇
円

三
八
、
一
〇
〇

三
八
、
一
〇
〇
円

四
〇
、
八
〇
〇

四
〇
、
八
〇
〇
円

三
九
、
六
〇
〇

三
九
、
六
〇
〇
円

二
〇
、
五
〇
〇

二
〇
、
五
〇
〇
円

三
八
、
六
〇
〇

三
八
、
六
〇
〇
円

四
八
、
五
〇
〇

四
八
、
五
〇
〇
円

四
八
、
九
〇
〇

四
八
、
九
〇
〇
円

五
八
、
八
〇
〇

五
八
、
八
〇
〇
円

四
〇
、
三
〇
〇

四
〇
、
三
〇
〇
円

四
七
、
〇
〇
〇

四
七
、
〇
〇
〇
円

四
七
、
六
〇
〇

四
七
、
六
〇
〇
円

五
五
、
〇
〇
〇

五
五
、
〇
〇
〇
円

六
九
、
八
〇
〇

六
九
、
八
〇
〇
円

七
二
、
三
〇
〇

七
二
、
三
〇
〇
円

五
〇
、
五
〇
〇

五
〇
、
五
〇
〇
円

五
四
、
一
〇
〇

五
四
、
一
〇
〇
円

九
一
、
三
〇
〇

九
一
、
三
〇
〇
円

九
三
、
六
〇
〇

九
三
、
六
〇
〇
円

宅県
営
涌
谷
中
島
住
宅

県
営
涌
谷
田
町
裏
住

宅県
営
涌
谷
下
町
住
宅

県
営
小
牛
田
峯
山
住

宅

遠
田
郡
涌

谷
町

同同遠
田
郡
美

里
町

平
成
八
年
度

同昭
和
五
十
六

年
度

同昭
和
六
十
三

年
度

平
成
五
年
度

昭
和
五
十
三

年
度

同昭
和
五
十
五

年
度

昭
和
五
十
六

年
度

同

同同中
層
耐

火
造

同木
造

同中
層
耐

火
造

同同同同

七
八
・
七

七
九
・
九

五
九
・
二

六
七
・
五

六
六
・
四

七
七
・
一

五
五
・
九

五
九
・
三

五
九
・
三

六
〇
・
一

六
八
・
四

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
六
九

〇
・
九
六
九
六

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
〇

〇
・
九
〇
九

〇
・
九
〇
九
〇

〇
・
九
四
八

〇
・
九
四
八
五

一
・
〇
〇
〇

一
・
〇
〇
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
九
五
〇

〇
・
九
五
〇
〇

〇
・
七
〇
五

〇
・
七
〇
五
三

〇
・
七
一
六

〇
・
七
一
六
一

〇
・
四
二
七

〇
・
四
二
七
五

〇
・
四
八
七

〇
・
四
八
七
四

〇
・
四
八
六

〇
・
四
八
六
一

〇
・
六
六
八

〇
・
六
六
八
六

〇
・
四
〇
二

〇
・
四
〇
二
三

〇
・
四
二
六

〇
・
四
二
六
八

〇
・
四
四
〇

〇
・
四
四
〇
六

〇
・
四
五
三

〇
・
四
五
三
六

〇
・
五
一
六

〇
・
五
一
六
二

一
一
八
、
一
〇
〇

一
一
八
、
一
〇
〇
円

一
一
九
、
九
〇
〇

一
一
九
、
九
〇
〇
円

三
五
、
一
〇
〇

三
五
、
一
〇
〇
円

三
九
、
七
〇
〇

三
九
、
七
〇
〇
円

四
四
、
〇
〇
〇

四
四
、
〇
〇
〇
円

一
〇
一
、
九
〇
〇

一
〇
一
、
九
〇
〇
円

三
二
、
一
〇
〇

三
二
、
一
〇
〇
円

三
三
、
九
〇
〇

三
三
、
九
〇
〇
円

三
一
、
九
〇
〇

三
一
、
九
〇
〇
円

四
〇
、
六
〇
〇

四
〇
、
六
〇
〇
円

四
五
、
六
〇
〇

四
五
、
六
〇
〇
円



　

様
式
第
二
十
一
号
、
様
式
第
二
十
五
号
、
様
式
第
二
十
五
号
の
二
及
び
様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（17）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 

様
式
第
21号

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

教
育
職
員
免
許
状
授
与
（
交
付
）
証
明
書

 
本
　籍
　地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
生
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
上
記
の
者
に
下
記
の
免
許
状
を
授
与
（
交
付
）
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

 
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
教
育
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

記

免
許

状
種

類

教
科
，
事
項
又
は
領
域

免
許

状
番

号

授
与

年
月

日

授
与

権
者

追
加
年
月
日

領
　
　
域
　
　
名

追
加
し
た
領
域
及
び

追
加

年
月

日

根
拠

規
定

有
効
期
間
の
満
了
日
（
修
了
確
認
期
限
）

備
考



第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）

様式第25号

有効期間の更新年月日（更新講習修了確認年月日）
有効期間の更新番号（更新講習修了確認番号）
有効期間の延長年月日（改正法附則第２条第３項に規定する確認年月日）
有効期間の延長番号（改正法附則第２条第３項に規定する確認番号）
改正法附則第２条第４項に規定する修了確認期限の延期年月日
改正法附則第２条第４項に規定する修了確認期限の延期番号
改正法附則第２条第５項括弧書に規定する認定年月日
改正法附則第２条第５項括弧書に規定する認定番号

追 加 領 域

領域追加年月日

根 拠 規 定

授 与 条 件 等

所要資格を得た年度

有効期間満了年月日
（修了確認期限）

免許状番号

教科・領域

氏 名

生 年 月 日

本 籍 地

授与年月日

№

契印

様式第25号の２

　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

）
教
諭
特
別
免
許
状

 

本
籍
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

氏　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年　
　

月　
　

日
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
（
事
項
）
に
つ
い
て
）

（　
　
　

）
教
諭
特
別
免
許
状
を
授
与
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
記
）

　
　
　

年　
　

月　
　

日 

宮
城
県
教
育
委
員
会　

印　
　
　
　
　
　
　

　

番　

号

　

授
与
条
件

　　　　　　

有
効
期
間
の
満
了
の
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年　
　

月　
　

日



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
号

　

社
会
教
育
主
事
の
資
格
の
認
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
教
育
主
事
資
格
認
定
証
書
を
次
の
と
お
り
交
付
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

教　
育　
長　
　

小　
　

林　
　

伸　
　

一　
　
　

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
公
示
第
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

公
聴
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所
並
び
に
関
係
者
の
範
囲

二　

公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
案
件

　
　

漁
業
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
置
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
等
の
事
前
決
定
に
つ
い
て

（19）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 

様式第26号

　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

）
助
教
諭
臨
時
免
許
状

 

本
籍
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

氏　

名　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

年　
　

月　
　

日
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
（
左
記
の
教
科
に
つ
い
て
）（　
　
　

）

助
教
諭
臨
時
免
許
状
を
授
与
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
記
）

　
　
　

年　
　

月　
　

日 

宮
城
県
教
育
委
員
会　

印　
　
　
　
　
　
　

　

番　

号

　

授
与
条
件

　　　　　　

こ
の
免
許
状
は
、教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日
か
ら
三
カ
年
宮
城
県

に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

認
定
番
号

三
三
〇

三
三
一

三
三
二

氏　
　
　

名

菅　

原　

浩　

子

須　

藤　

恵　

子

畠　

山　

千　

春

認

定

年

月

日

 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

交

付

年

月

日

 

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

平
成
二
十
四
年
二
月
十
六
日

開

催

日

時

 

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日

　

午
後
二
時
か
ら

　

午
後
三
時
ま
で

開

催

場

所

 

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
十
七
番
六

宮
城
県
気
仙
沼
合
同
庁
舎
会
議
室
三

関
係
者
の
範
囲

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

利
害
関
係
者



〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
に
お

け
る
総
ト
ン
数
五
ト
ン
以
上
の
動
力
漁
船
を
使
用
す
る
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
（
ま
ぐ
ろ
、
か
じ
き
、
か
つ
お
、
さ
め

等
の
採
捕
を
目
的
と
す
る
流
し
網
漁
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
操
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
四
日

 

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
の
承
認

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
記
平
成
二
十
四
年
度
か
じ
き
等

流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
（
以
下
「
要
領
」
と
い
う
。）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業

調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

操
業
の
承
認
の
対
象

　

次
の
１
又
は
２
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
漁
業
調
整
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場

合
に
は
承
認
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

１　

前
年
度
に
お
い
て
承
認
を
受
け
て
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
営
み
、
か
つ
、
宮
城
県
内
の
港
に
漁
獲
物
を
陸
揚

げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者

２　

そ
の
他
委
員
会
が
認
め
た
者

四　

漁
獲
物
の
陸
揚
制
限

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
す
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
本
県
の
漁
港
に
漁
獲
物
を
水
揚
げ
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五　

操
業
の
承
認
の
条
件
及
び
制
限

　
　

操
業
の
承
認
に
は
、
次
の
条
件
を
付
す
る
。

１　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
に
際
し
、
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
、操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
一
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３　

禁
止
区
域

　

次
の
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
、
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
、
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

ア　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

イ　

岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

ウ　

宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

エ　

宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
十
海
里
の
点

オ　

宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
十
海
里
の
点

カ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
二
十
五
海
里
の
点

キ　

宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４　

漁
具
の
制
限

�
　

宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
、
か
つ
、
網
目
は
十
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

二
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

５　

漁
具
の
標
識

　
　
　

敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
、
水
面
上
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　

両
端
部
の
浮
標

　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。）、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

�
　

中
間
部
の
お
お
む
ね
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　

昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
標
識
、
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

�
　
�
及
び�
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
、
少
な
く
と
も
二
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６　

塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
、
船
橋
の
周
囲
を
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で

塗
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
、
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
農

林
水
産
省
令
第
五
十
四
号
）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

８　

漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

六　

承
認
の
取
消
し

　
　

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　
　

平
成
二
十
四
年
度
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
承
認
申
請
）

第
一　

操
業
の
承
認
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ

第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）



の
住
所
地
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
振
興
課
内
。
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
　

な
お
、
県
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
が
操
業
承
認
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

の
副
申
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

操
業
承
認
申
請
書
の
受
理
期
間
は
、
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
制
限
に
関
す
る
委
員
会
指
示
（
以
下
「
委
員
会
指

示
」
と
い
う
。）
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

３　

操
業
承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

�
　

操
業
承
認
申
請
一
覧
表
（
様
式
第
二
号
）

�
　

委
員
会
指
示
三
の
１
に
該
当
す
る
者
は
水
揚
仕
切
書
写
、
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書
（
様
式
第
三
号
）、
そ
の
他
の
者

は
申
請
理
由
書

�
　

印
鑑
証
明
書

�
　

漁
船
原
簿
謄
本

�
　

年
間
事
業
計
画
書
（
様
式
第
四
号
）

�
　

共
同
申
請
の
場
合
は
、
代
表
者
選
定
届
及
び
申
請
理
由
書

�
　

用
船
の
場
合
は
、
船
舶
使
用
承
諾
書
及
び
申
請
理
由
書

�
　

代
船
の
場
合
は
、
旧
船
の
廃
業
届
又
は
抹
消
漁
船
原
簿
謄
本

�
　
�
〜�
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
承
認
証
の
交
付
）

第
二　

委
員
会
は
、
操
業
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
次
の
表
の
下
欄
に
揚
げ
る
漁
港
で
、
当
該
承
認
に
係
る
漁
船
（
漁

ろ
う
装
置
、
漁
網
を
含
む
。）
を
確
認
の
上
、
操
業
承
認
証
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
を
申
請

者
又
は
操
業
責
任
者
に
交
付
す
る
。

２　

承
認
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
承
認
証
の
交
付
を
希
望
す
る
漁
港
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
に
連
絡
の
上
、
承
認
証
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
、
そ
の
指

示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
承
認
証
の
書
換
え
交
付
）

第
三　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
書

換
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
書
換
え
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
号
の
場
合
に
は
、
第
一
の
３
の�
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
承
認
証
の
再
交
付
）

第
四　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
操
業
承
認
証
再
交

付
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
の
様
式
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
８
に
定
め
る
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（21）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
東
部
地
方
振
興

事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振

興
事
務
所
水
産
漁
港
部

塩
釜
市
新
浜
町
一
丁
目
九－

一

　

電
話　

〇
二
二－

三
六
五－

〇
一
九
一

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四－

三
十
二

　

電
話　

〇
二
二
五－

九
五－

一
四
一
一

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七－

六

　

電
話　

〇
二
二
六－

二
四－

二
一
二
一

塩　
　

釜　
　

港

女　
　

川　
　

港

石　
　

巻　
　

港

気

仙

沼

港

志

津

川

港



第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （22）
要
領
様
式
第
１
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

住
　
　
所

氏
　
　
名
 

�
　
　
　

住
　
　
所

氏
　
　
名
 

�
　
　
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
操
業
期
間
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

２
　
操
業
区
域
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
名

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
�
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
承
認
証
交
付
希
望
港

（
Ａ
４
縦
）



（23）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 
要
領
様
式
第
２
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
一
覧
表

年
月

日

漁
業
協
同
組
合
長

�

（支
所
運
営
委
員
長

）　

　

※
印
は
記
入
し
な
い
こ
と

。

（Ａ
４
横

）

※
承
認
番
号

漁
船
登
録
番
号

船
名

総
ト
ン
数

馬
力
数

操
業
期
間

申
請

者

住
所

氏
名

承
認
証

交
付

希
望
港

前
年
度

承
認
番
号

※
前
年
度

実
績
の

有
無



第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （24）
要
領
様
式
第
３
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
物
陸
揚
証
明
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

宮
城
県
　
　
　
　
魚
市
場
　
�
　
　
　

　
下
記
の
と
お
り
当
市
場
に
陸
揚
げ
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。

記

１
　
船
　
　
名
 

　
丸

２
　
漁
船
登
録
番
号
　
　
　
　
　
　
　

３
　
総
ト
ン
数

 
 

ト
ン

４
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
 

Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

５
　
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

６
　
陸
揚
実
績
表

（
Ａ
４
縦
）

項
目

月
日月

日

月
日

月
日

月
日

月
日

魚
種

別
漁

獲
高

ま
ぐ
ろ�円�円�円�円�円

か
じ
き�円�円�円�円�円

か
つ
お�円�円�円�円�円

そ
の
他�円�円�円�円�円

合
計

�円�円�円�円�円

要
領
様
式
第
４
号

年
　
　
間
　
　
事
　
　
業
　
　
計
　
　
画
　
　
書

　
　
　
船
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

　
　
合
　
　
計

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業
種
類

区
　
　
分

漁
獲
物
の
種
類

操
業

期
間

操
業

日
数

航
　
　
 海
 　
　
数

漁
獲
予
想
数
量

漁
獲
予
想
金
額

乗
組

員
数

人
件

費

 所　　要　　経　　費

燃
料

費

　
費

　
費

　
費

　
費

合
計



（25）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 
要
領
様
式
第
５
号

（
表
）

宮
か
じ
き
第
　
　
　
　
　
号
　
　
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証

 
住
　
　
所

 
氏
　
　
名

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
か
ら

１
　
操
業
期
間

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で

２
　
操
業
区
域
　
　
　
　
宮
城
県
地
先
海
面

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
　
　
名

 
 

丸

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数

 
 

ト
ン

　
�
　
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　
ジ
ー
ゼ
ル
 

Ｐ
Ｓ
又
は
キ
ロ
ワ
ッ
ト

４
　
条
件
及
び
制
限
（
裏
面
記
載
の
と
お
り
）

 
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

 
　
　
　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
長
 

�
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
５
号

（
裏
）

条
　
件
　
及
　
び
　
制
　
限

１
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
に
際
し
，
承
認
証
を
当
該
漁
船
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

２
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
漁
船
に
は
，操
業
期
間
中
別
記
様
式
第
１
号
の
標
識
を
船
橋
の
両
側
に
表
示
す
る
こ
と
。

３
　
禁
止
区
域

　
次
の
ア
，
イ
，
ウ
，
エ
，
オ
，
カ
及
び
キ
の
各
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
と
，
海
岸
線
と
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区

域
の
う
ち
，
宮
城
県
の
地
先
海
面
に
お
い
て
は
，
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
を
操
業
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
ア
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端

　
イ
　
岩
手
県
大
船
渡
市
首
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
ウ
　
宮
城
県
気
仙
沼
市
御
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
エ
　
宮
城
県
本
吉
郡
南
三
陸
町
歌
津
崎
突
端
正
東
10海

里
の
点

　
オ
　
宮
城
県
石
巻
市
金
華
山
頂
上
正
東
10海

里
の
点

　
カ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点
正
東
25海

里
の
点

　
キ
　
宮
城
県
と
福
島
県
と
の
最
大
高
潮
時
海
岸
線
に
お
け
る
境
界
点

４
　
漁
具
の
制
限

�
　
宮
城
県
地
先
海
面
で
使
用
す
る
漁
具
の
総
延
長
は
12キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
り
，
か
つ
，
網
目
は
15セ

ン

チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�
　
２
枚
以
上
の
網
地
を
重
ね
合
わ
せ
た
流
し
網
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
漁
具
の
標
識

　
　
敷
設
し
た
流
し
網
の
次
に
掲
げ
る
浮
標
は
，
水
面
上
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
�
　
両
端
部
の
浮
標

　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板
（
金
属
性
の
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。），
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火
及
び
レ
ー
ダ
ー
反
射
板

　
�
　
中
間
部
の
お
お
む
ね
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ご
と
の
浮
標

　
　
　
昼
間
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
２
号
に
よ
る
標
識
，
夜
間
に
あ
っ
て
は
白
色
の
灯
火

�
　
�
及
び
�
の
灯
火
は
夜
間
に
お
い
て
視
界
が
良
好
な
場
合
に
，
少
な
く
と
も
２
海
里
離
れ
た
所
か
ら
視
認
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
塗
装
し
な
い
船
舶
の
使
用
禁
止

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
に
使
用
す
る
船
舶
は
，
船
橋
の
周
囲
を
30セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
幅
で
帯
状
に
黒
色
で
塗

装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
１
か
ら
６
ま
で
の
条
件
及
び
制
限
の
ほ
か
，
特
定
大
臣
許
可
漁
業
等
の
取
締
り
に
関
す
る
省
令
（
平
成
６
年
農

林
水
産
省
令
第
54号

）
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
獲
成
績
報
告
書
の
提
出
の
義
務

　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
，
操
業
終
了
後
１
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９
　
承
認
の
取
消
し

　
　
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
，
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。



第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （26）
要
領
様
式
第
６
号

承
　
認
　
証
　
交
　
付
　
申
　
請
　
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
地
方
振
興
事
務
所
長
　
殿

　
　
（
水
産
漁
港
部
扱
い
）

 
船
主
又
は
操
業
責
任
者

 
　
　
　
住
　
所

 
　
　
　
氏
　
名
 

�
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
漁
委
第
　
　
　
号
で
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
の
操
業
の
承
認
を
受
け
ま
し
た

が
，
出
漁
の
準
備
が
完
了
し
た
の
で
，
確
認
の
上
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
く
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

 
記

　
１
 
 承
認
番
号
 
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
 
 船

名
 
 

丸

　
３
 
 漁
船
登
録
番
号
 

　
４
 
 総
ト
ン
数
 
 

ト
ン

　
５
 
 希
望
日
時
 
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日
　
　
　
時

　
６
 
 交
付
希
望
港
 
 

港

　
７
 
 そ

の
他
 
（
連
絡
先
等
）

（
Ａ
４
縦
）

要
領
様
式
第
７
号

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

�
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

　
先
に
交
付
を
受
け
た
承
認
証
の
記
載
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
，
書
換
え
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号

 
　
　
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
　
船
　
　
名

 
 

丸

　
３
　
記
載
事
項

 

　
４
　
書
換
を
必
要
と
す
る
理
由

（
Ａ
４
縦
）

変
更

前
変

更
後



（27）　 平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2334号　　 
要
領
様
式
第
８
号

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

�
　

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書

　
か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
を
滅
失
（
き
損
）
し
た
の
で
，
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号

 
　
　
宮
か
じ
き
第
 

号

　
２
　
船
　
　
名

 
 

丸

　
３
　
滅
失
（
き
損
）
の
理
由

（
Ａ
４
縦
）



第2334号　平成24年２月24日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （28）
要
領
様
式
第
９
号

か
じ
き
等
流
し
網
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
長
殿

陸
　
　
　
　
　
揚
　
　
　
　
　
港

通
常
従

業
員
数

漁
法

Ｐ
　Ｓ
　又
　は

キ
ロ
ワ
ッ
ト

ト
　
ン
　
数

漁
船
登
録
番
号

整
理
番
号

漁
業
種
類

県
名

様
　
式
　
番
　
号

36～
38

33～
35

31・
32

30
26～

29
21～

25
16～

20
13～

15
11・

12
９
・
10

７
・
８

２
～
６

１

港
港

＊
＊

＊
＊

３
４

＊
＊

０
０

２
１

６
１

１
＆

操
業
日
数

航
海
日
数

52～
54

45～
51

42～
44

39～
41

＊
＊

＊
＊
～
＊

住
所

　
�

報
告
者
氏
名

　
丸

船
名

平
成
　
　
　

年
　
　
　

月
分

年
月
分
報
告

平
成
　
　

年
　
　

月
　
　

日
報
告
年
月
日

備
　
　
　
考

魚
　
　
　
種
　
　
　
別
　
　
　
漁
　
　
　
獲
　
　
　
量
　
　
　
（
尾
　
　
　
数
）

網
投
　
　
網
　
　
位
　
　
置
　
　
等

投
網
年
月
日

そ
の
他

あ
　
ろ

つ
な
す

し
　
ま

が
つ
お

よ
し
き
り

ざ
　
　
め

も
う
か
ざ
め

（
ね
ず
み
）

か
つ
お

ま
　
　
ぐ
　
　
ろ
　
　
類

か
　
　
　
じ
　
　
　
き
　
　
　
類

目
合
の

大
き
さ

（
�
）

１
反
の

長
さ

（
�
）

投
　
網

反
　
数

（
反
）

表
面
水
温

（
�
）

農
林
漁
区

経
　
度

西　経

東　経
緯
　
度

南　緯

北　緯
日

月
年

き
は
だ

め
ば
ち

び
ん
な
が

く
　
ろ

ま
ぐ
ろ

ふ
う
ら
い

か
 じ
 き

ば
し
ょ
う

か
 じ
 き

し
　
ろ

か
じ
き

く
　
ろ

か
じ
き

ま
か
じ
き

め
か
じ
き

148～
151

144～
147

140～
143

136～
139

132～
135

128～
131

124～
127

120～
123

116～
119

112～
115

108～
111

104～
107

100～
103

96～
99

92～
95

88～
91

8687
8485

81～
83

77～
80

73～
76

68 度
分
 72

67
63 度

分
 66

62
61

60
59

58
57

56
55

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

＊
２

１
２

１
＊

漁
　
獲
　
尾
　
数

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

陸
　
揚
　
重
　
量
（
�
）

備
　
考

１
　
投
網
年
月
日
，
投
網
位
置
等
，
網
及
び
魚
種
別
漁
獲
量
の
欄
は
，
操
業
一
日
ご
と
に
記
入
す
る
こ
と
。

２
　
投
網
位
置
は
，
緯
経
度
又
は
農
林
漁
区
番
号
の
い
ず
れ
か
一
方
を
記
入
す
れ
ば
よ
い
。
ま
た
，
緯
経
度
は
分
の
単
位
ま
で
記
入
し
，
北
緯
，
南
緯
，
東
経
，
西
経
の
別
は
い
ず
れ
か
一
方
に
〇
印
を
つ
け
る
こ
と
。

３
　
＊
印
を
付
し
た
欄
は
，
記
入
し
な
い
こ
と
。


